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はじめに 

 

 

 教育委員会は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」により、毎年、

その権限の属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価・公表（以

下「点検及び評価等」という。）を行うことが定められています。 

この規定に基づき、池田町教育委員会では、「池田町教育委員会の権限に属

する事務の管理及び執行の状況の点検、評価及び公表に関する実施方針」を定

め、教育委員会が実施した施策、事務事業に係る点検及び評価等を実施してお

り、今年度は令和４年度が対象となります。 

点検及び評価等につきましては、教育委員会の活動状況に加え「第５次池田

町教育基本計画」に掲げる施策の進捗状況を踏まえ実施いたしました。 

池田町教育委員会では、この度の報告書を町民の皆様や議会への公表を通じ

て説明責任を果たすことはもとより、施策の効果の検証と改善を不断に図りな

がら、今後の教育行政を推進してまいります。 

今後とも、地域の将来を担う池田の子どもたちに確かな学力、豊かな心、健

やかな体をバランスよく育てる教育環境の整備とともに、町民の皆様一人ひと

りが生涯にわたって自ら学習し、自分自身を高めていけるよう生涯にわたって

行う学習活動の推進や、子どもから高齢者まで一人ひとりが多様な個性・能力

を伸ばし、充実した人生を主体的に切り拓いていくことができる「学びの場づ

くり」など、教育施策の着実な推進に努めてまいりますので、一層のご理解と

ご協力をお願いいたします。 

 

令和５年８月 

 

池田町教育委員会 
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第５次池田町教育基本計画(令和３～７年度)の構成 

平成３０年度に策定した「池田町教育ビジョン」（詳細は後述）の実現に向けて、この計画で

は、教育活動の充実・推進はもとより、教育活動の基盤となる家庭や地域の教育力の向上、地域

の活性化に資する成人教育や高齢者教育の充実を図ることを目的に、数値目標を設定し施策の方

向性等を示します。 

 

目標１ 社会で活きる力の育成 
 

施策項目１ 学力の向上 
  

 

 

施策項目２ 特別支援教育の充実  

 

 

施策項目３ 外国語教育の充実  

 

 

施策項目４ 情報教育の充実  

 

 

施策項目５ キャリア教育の充実  

 

目標２ 豊かな心・人間性の涵養 
 

施策項目６ 道徳教育の充実 
  

 

 

施策項目７ ふるさと教育の充実  

 

 

施策項目８ 読書活動の推進  

 

 

施策項目９ 体験活動の推進  

 

 

施策項目10 コミュニケーション能力の育成  

 

 

施策項目 11 いじめの防止・不登校児童生徒

への支援の充実 

 

 

目標３ 健やかな体の育成 
 

施策項目 12 体力・運動能力の向上 
  

 

 

施策項目 13 食育の推進  

 

 

施策項目 14 健康教育の充実  

 

目標４ 学びを支える教育環境づくり 
 

施策項目 15 学校段階間の連携・接続の推進 
  

 

 

施策項目 16 学校施設・設備の充実  

 

 

施策項目 17 学校運営の改善  

 

 

施策項目 18 学校安全教育の充実  

教育池 田 町 教 育 ビ ジ ョ ン 

進     取  学ぶ意欲を持ち、夢や目標の実現に向けて努力する子ども（人）を育む 

ふるさと・共生  ふるさとへの愛着と誇りを持ち、優しい気持ちで、ともに支え合いながら

生きる子ども（人）を育む 



 

 

 

 

目標５ 成長を支える家庭・地域との連

携・協働 

  

施策項目 19 家庭教育の充実 
  

 

 

施策項目 20 幼児教育の充実  

 

 

施策項目 21 学校と地域との連携・協働  

 

目標６ 学びを活かす地域社会の活性化 
 

施策項目 22 社会教育の推進   

 

 

施策項目 23 地域文化の振興  

 

 

施策項目 24 スポーツ活動の充実  

 

 

 

 

令和４年度池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に 

ついての点検及び評価に関する評価方法 
 

〇 評価内容 

  施策項目ごとに設定した目標指標について、進捗状況を勘案し評価する。 

 

〇 評価方法 

  指標を基に、達成度により評価する「定量評価」とする。 
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１ 教育委員会の会議等の開催状況 

 池田町教育委員会の会議は、池田町教育委員会会議規則に基づき、月に１回開催している。 

この会議においては、教育長と４名の教育委員が学校その他の教育機関の設置、管理等に関すること、教育委

員会及び学校の職員の任免に関することなど、教育委員会が所管する教育に関する様々な議題について審議して

いる。 

令和４年度は、臨時に開催した３回を含め、次のとおり１５回の会議を開催した。 

令和４年第４回定例会議 

令和４年４月１８日（月） 

池田町役場 3 階西会議室 

 

・報告第 ４ 号 令和４年度就学援助世帯の認定について 

・報告第 ５ 号 学校職員採用発令に係る内申について 

・報告第 ６ 号 学習指導員、スクール・サポート・スタッフ任用に係る内

申について 

・協議第 ４ 号 池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

        （令和４年度池田町一般会計補正予算） 

・議案第１６号 学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委嘱の件 

・議案第１７号 池田町教育支援委員会委員の委嘱の件 

・議案第１８号 池田町学校運営協議会委員の任命の件 

・議案第１９号 池田町教育研究所所員等の委嘱の件 

令和４年第 5 回定例会議 

令和４年 5月２３日（月） 

池田町中学校会議室 

・協議第 ５ 号 池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

        （令和４年度池田町一般会計補正予算） 

・議案第２０号 池田町教育委員会委員の辞職の同意について 

・議案第２１号 池田町スポーツ推進委員の委嘱の件について 

令和４年第３回臨時会議 

令和４年 5月３１日（火） 

委員宅持ち回り 

・協議第 ６ 号 池田町議会へ提案する教育委員会関連予算について 

        （令和４年度池田町一般会計補正予算）  

令和４年第６回定例会議 

令和４年 6月２０日（月） 

池田町役場 3 階東会議室 

・議案第２２号 池田町学校給食運営委員会委員の委嘱の件 

令和４年第 7 回定例会議 

令和４年７月２５日（月） 

池田町役場 3 階西会議室 

無し 

令和４年第 8 回定例会議 

令和４年８月２５日（木） 

池田町役場 3 階東会議室 

・協議第 ７ 号 池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

        （令和４年度池田町一般会計補正予算） 

・議案第２３号 令和３年度池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及

び執行状況についての点検及び評価の報告書について 

・議案第２４号 学校職員採用発令に係る内申について 

・議案第２５号 補助教職員臨時的任用に係る内申について 

・議案第２６号 池田町教育委員会事務局職員の人事について 

令和４年第 9 回定例会議 

令和４年 9月２６日（月） 

池田町役場 3 階西会議室 

・議案第２７号 第５次池田町教育基本計画の変更について 

令和４年第１０回定例会議 

令和４年 10 月２０日（木） 

池田町役場 3 階西会議室 

・協議第 ８ 号 池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

        （令和４年度池田町一般会計補正予算） 

令和４年第１１回定例会議 

令和４年 11 月２１日（月） 

池田町役場 3 階西会議室 

・協議第 9 号 池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

（令和４年度池田町一般会計補正予算） 

・協議第１０号 池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

        （令和４年度池田町一般会計補正予算） 

・協議第１１号 公の施設の指定管理者の指定について 



   

 2 

令和４年第１２回定例会議 

令和４年 12 月２１日（水） 

池田町役場 3 階東会議室 

・報告第 ７ 号 補助教職員臨時的任用期間延長に係る内申について 

令和５年第１回定例会議 

令和５年 1月２３日（月） 

池田町役場 3 階東会議室 

・報告第 １ 号 学校職員採用発令に係る内申について 

・協議第 １ 号 池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

        （令和４年度池田町一般会計補正予算） 

・議案第 １ 号 池田町附属機関設置条例の一部を改正する条例 

令和５年第１回臨時会議 

令和５年２月１３日（月） 

委員宅持ち回り 

・議案第 ２ 号 道費負担職員に係る休職の内申について 

令和５年第２回定例会議 

令和５年２月２０日（月） 

池田町役場 3 階西会議室 

・協議第 ２ 号 池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

       （令和４年度池田町一般会計補正予算） 

・協議第 ３ 号 池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

       （令和５年度池田町一般会計補正予算） 

・議案第 ３ 号 令和 5 年度池田町教育行政執行方針について 

令和５年第３回定例会議 

令和５年３月１７日（金） 

池田町田園ホール会議室 

・報告第 ２ 号 令和４年度就学援助世帯の認定について 

・報告第 ３ 号 令和５年度池田町立小中学校学級編制について 

・報告第 ４ 号 令和４年度池田町文化賞・スポーツ賞等の被表彰者につい 

        て 

・報告第 ５ 号 事務委任の解除について 

・報告第 ６ 号 池田町立図書館の開館時間の延長について 

・議案第 ４ 号 池田町立小中学校教職員人事について 

・議案第 ５ 号 学校職員採用発令に係る内申について 

・議案第 ６ 号 池田町小中一貫教育の導入・推進及び義務教育学校設置に

関する基本方針の策定について 

・議案第 ７ 号 池田町総合体育館の指定管理者が定める利用料金の額につ

いて 

・議案第 ８ 号 池田町田園ホールの指定管理者が定める利用料金の額につ

いて 

・議案第 ９ 号 池田町就学援助規則の一部を改正する規則について 

・議案第１０号 池田町学習用タブレットパソコン等貸与規程の一部を改正

する規程について 

・議案第１１号 池田町教育委員会事務局決裁規程の一部を改正する規程に

ついて 

・議案第１２号 池田町私立幼稚園就園奨励費補助金等交付規則の廃止につ

いて 

令和５年第２回臨時会議 

令和５年３月２７日（月） 

委員宅持ち回り 

・議案第 １３ 号 池田町教育委員会事務局職員の人事について 
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2 条例、規則等の制定、計画等の策定等の状況 

 １）教育関係条例 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、教育に関する条例の制定に関して、意

見の申し出を行い条例が町議会で可決されたもの 

区分 番号 件名 公布年月日 施行年月日 

一部改正 1 池田町附属機関設置条例の一部を改正する条例 R5.3.3 R5.3.3 

 ２）教育委員会規則 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１５条第１項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務

に関して、次のとおり規則を制定した。 

区分 番号 件名 公布年月日 施行年月日 

一部改正 1 池田町就学援助規則の一部を改正する規則 R5.3.20 R5.4.1 

廃止 2 池田町私立幼稚園就園奨励費補助金等交付規則の廃止につい

て 

R5.3.20 R5.3.20 

 ３）規程・要綱等 

区分 番号 件名 公布年月日 施行年月日 

一部改正 1 池田町学習用タブレットパソコン等貸与規程の一部を改正す

る規程 

R5.3.20 R5.4.1 

一部改正 2 池田町教育委員会事務局決裁規程の一部を改正する規程 R5.3.20 R5.4.1 

４）計画等の策定状況 

区分 件名 策定年月 

変更 第５次池田町教育基本計画の変更について R4.9 

策定 池田町小中一貫教育の導入・推進及び義務教育学校設置に関する基本方針の策定に

ついて 

Ｒ5.3 

 

３ 教育委員会委員の主な活動状況 

  教育委員会議は、毎月開催しており、町立学校の各種行事等に委員が出席している。 

以下教育長を除く委員の活動状況（教育委員会議への出席を除く。）を記載する。 

年月日 行事名 出席委員 

R 4 . 4 . 4 転入教職員辞令交付式 塩谷委員他 3 名 

R 4 . 5 . 2 3 池田小学校・池田中学校学校訪問 塩谷委員他 3 名 

R 4 . 5 . 2 9 学校プールプレオープン式 塩谷委員他 3 名 

R 4 . 7 . 1 教育委員辞令交付 工藤委員 

R 4 . 7 . 1 5 北海道市町村教育委員会研修会 杉山委員他 3 名 

R 4 . 8 . 5 十勝東部方面教育振興会研修会 鈴木委員 

R 4 . 9 . 1 6 池田町教育研究大会池田中学校大会 杉山委員他 2 名 

R 4 . 1 0 . 3 教育委員辞令交付 中西委員 

R 4 . 1 1 . 1 十勝教育を考える集い 鈴木委員他 1 名 

R 4 . 1 1 . 2 帯広市立大空学園義務教育学校視察 鈴木委員他 1 名 

R 4 . 1 1 . 1 4 十勝管内市町村教育委員研修会 鈴木委員他 2 名 

R 4 . 1 2 . 1 4 池田町ＰＴＡ連合会教育座談会 鈴木委員他 3 名 

R 5 . 1 . 8 はたちのつどい 鈴木委員他 1 名 

R 5 . 1 . 2 9 町民スケート大会 鈴木委員 

R 5 . 2 . 3 教育委員と町議会文教厚生常任委員会委員との意見交換会 鈴木委員他 3 名 

R 5 . 2 . 9 池田町教育の日講演会 鈴木委員他 2 名 

R 5 . 2 . 2 0 総合教育会議 鈴木委員他 3 名 

R 5 . 3 . 3 遊ゆう大学卒業式・修了式 鈴木委員他 2 名 
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Ｒ 5 . 3 . 1 0 池田中学校卒業生を祝い励ます会 鈴木委員他 1 名 

R 5 . 3 . 1 7 文化賞・スポーツ賞表彰式 鈴木委員他 3 名 

 

４ 教育関係者等の表彰 

 令和４年度池田町文化賞・スポーツ賞等表彰式 

 １）日 時 令和５年３月１７日（金） 

 ２）場 所 池田町田園ホール 

 ３）被表彰者 

名称 個人数 団体数 

池田町文化賞 1 個人 － 

池田町文化奨励賞 3 個人 － 

池田町ジュニア文化賞 3 個人 － 

池田町ジュニア文化奨励賞 7 個人 － 

池田町スポーツ賞 2 個人 2 団体 

池田町スポーツ奨励賞 1 個人 1 団体 

池田町ジュニアスポーツ賞 9 個人 － 

池田町ジュニアスポーツ奨励賞 6 個人 2 団体 

 



５　附属機関等の活動状況等

附属機関の名称 池田町教育支援委員会 池田町学校給食運営委員会 池田町社会教育委員

設  置  根  拠
（ 条 例 等 ）

池田町教育支援委員会条例（平
成２７年条例第3２号）

池田町学校給食センター条例
（昭和４２年条例第７号）

池田町社会教育委員設置条例
（昭和２４年条例第５８号）

設  置  目  的

障害のある児童及び生徒の適切
な就学を図る。

給食センターの適正かつ円滑な
運営を図るため。

社会教育に関し教育委員会に助
言する。

設  置  時  期 平成28年4月 昭和４２年４月 昭和２４年１０月

設置義務の有無 なし なし なし

設 置 義 務
の 法 律 等

学校教育法施行令第１８条の２
市町村教育委員会は、翌学年の
始めから認定就学者として小学
校に就学させるべき者又は特別
支援学校の小学部に就学させる
べき者について、第５条又は第
１１条第１項の通知をしようと
するときは、その保護者及び教
育学、医学、心理学、その他の
障害のある児童生徒等の就学に
関する専門的知識を有する者の
意見を聴くものとする。

社会教育法第１５条
都道府県及び市町村に社会教育
委員を置くことができる。

委   員   数 11名 ６名 14名

報         酬 日　額　3，000円 日　額　3，000円 日　額　3，000円

会議開催回数 2回 ３回 1回

活  動  内  容

教育上特別な配慮を要する児童
及び生徒の障害の種類、程度等
の判断に関し、教育委員会の諮
問に応じ、調査及び審議を行
う。
また就学後における一貫した教
育支援について助言を行う。

　・第１回　１１月２８日
　・第２回　　１月３０日

学校給食に関する報告及び意見

　・第１回　　　７月１４日
　・第２回　　１２月１２日
　・第３回　　　３月　６日

社会教育に関し、教育委員会に
助言するため、次の職務を行
う。
 ①社会教育に関する諸計画を
立案すること。
 ②定時又は臨時に会議を開
催、教育委員会の諮問に応じ、
これに対して意見を述べるこ
と。
 ③前二号の職務を行うために
必要な研究調査を行う。

　・第１回　３月２９日

担   当   係 学校教育係 学校給食係 社会教育係
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附属機関の名称 池田町文化賞及びスポーツ賞審議会 池田町文化財保護審議会 池田町学校運営協議会

設  置  根  拠
（ 条 例 等 ）

池田町文化賞及びスポーツ賞に
関する条例（平成13年条例第
27号）

池田町文化財保護に関する条例
（平成５年条例第10号）

池田町立学校における学校運営
協議会の設置等に関する規則
（平成３０年規則第１号）

設  置  目  的

文化賞及びスポーツ賞等の表彰
の適正を期する。

文化財の保存及び活用について
適正を期する。

学校の運営や必要な支援に関し
て協議し、教育委員会及び校長
の権限と責任の下、保護者及び
地域住民等の学校の運営への参
画や支援・協力を推進すること
により、学校と保護者及び地域
住民等との間の信頼関係を深
め、学校運営の改善や児童生徒
の健全育成を取り組む。

設  置  時  期 平成13年12月 平成５年４月 平成３０年４月

設置義務の有無 なし なし あり

設 置 義 務
の 法 律 等

文化財保護法第190条
　都道府県及び市町村の教育委
員会に、条例の定めるところに
より、地方文化財保護審議会を
置くことができる。

地方教育行政の組織及び運営に
関する法律第４７条の６
　教育委員会は、教育委員会規
則で定めるところにより、その
所管に属する学校ごとに、当該
学校の運営への必要な支援に関
して協議する機関として、学校
運営協議会を置くように努めな
ければならない。

委   員   数 ７名 ５名 １７名

報         酬 日　額　3，000円 日　額　3，000円 日　額　3，000円

会議開催回数 1回 ０回 小中学校各４回

活  動  内  容

教育委員会の諮問に基づき、文
化賞及びスポーツ賞等の受賞候
補者として推薦された者の経
歴、事績等を調査審議し、受賞
の適否及びその他必要と認める
事項について答申する。

　・会議　３月１日

教育委員会の諮問に応じて申請
文化財の調査をし、文化財指定
の適否の意見及び保存活用等必
要と認める事項について答申す
る。

各校学校運営協議会において、
主に次のことについて、協議を
行う。
 ①学校運営に関する基本的な
方針の承認
 ②学校の運営全般に関する意
見の申出
 ③学校関係者評価の実施
 ④学校の職員の任用に関する
意見の申出

担   当   係 社会教育係 社会教育係 学校教育係
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附属機関の名称 池田町スポーツ推進委員 池田町青少年問題協議会

設  置  根  拠
（ 条 例 等 ）

池田町スポーツ推進委員に関す
る規則（昭和３７年教育委員会
規則第１号）

池田町青少年問題協議会条例
（昭和40年条例第27号）

設  置  目  的

スポーツの推進のための事業の
実施に係る連絡調整並びに住民
に対する、スポーツの実技の指
導及び助言を行う。

青少年の指導、育成、保護等

設  置  時  期 昭和３７年７月 昭和４０年７月

設置義務の有無 あり なし

設 置 義 務
の 法 律 等

スポーツ基本法第３２条
　市町村の教育委員会は、社会
的信望があり、スポーツに関す
る深い関心と理解を有し、及び
次項に規定する職務を行うのに
必要な熱意と能力を有する者の
中から、スポーツ推進委員を委
嘱するものとする。

地方青少年問題協議会法第1条
　都道府県及び市町村に、附属
機関として、それぞれ都道府県
青少年問題協議会及び市町村青
少年問題協議会を置くことがで
きる。

委   員   数 １０名 １４名

報         酬 年  額　２７，000円 日　額　3，000円

会議開催回数 １回 １回

活  動  内  容

①スポーツ推進事業の実施に係
る連絡調整
②スポーツの実技指導
③スポーツ組織の育成
④スポーツ事業への協力
⑤スポーツ事業の実施
⑥その他スポーツに関する指導
及び助言

・地域対抗スポーツ大会
　　　　　　　　（２回）
・会議　　３月２５日

①青少年の指導、育成、保護等
総合的施策につき必要な事項の
資料の収集、調査、審議
②青少年の指導、育成、保護等
総合的施策の適切な実施を期す
るために必要な関係行政機関相
互の連絡調整を図ること。

　・会議　２月１５日

担   当   係 社会教育係 社会教育係
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担当係名

目　　標　１ 社会で活きる力の育成

施策項目　１ 学力の向上

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

小０
中０

小 26.2％
中 60.0％

小国語 23.8％
小算数 38.1％
中国語 24.0％
中数学 34.0％
中英語 24.0％

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 1

学校教育係

・確かな学力を育む教育の充実

子どもの確かな学力と社会の変化に対応できる力を育成するため、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改
善を進めるとともに、個に応じたきめ細かな指導体制の充実に向け、加配教員の活用や臨時教員等の配置による習熟度別
指導や少人数指導に取り組みます。

指　標 目標値（R7） R4達成値 評　価

全国学力・学習状況調査における平均正答率の全国
平均を上回る教科数

小２
中２

小1
中1

B

全国学力・学習状況調査において、｢学校の授業以
外に、普段（月曜日から金曜日）、１日当たりどれ
ぐらいの時間、勉強をしますか｣という質問に対し
て、「１時間以上勉強する」と回答した小学校６年
生、中学校３年生の割合

小 80.0％
中 80.0％

小 40.1％
中 59.4％

C

C
全国学力・学習状況調査において、「授業の内容は
よく分かる」という質問に対して、「当てはまる」
と回答した小学校６年生、中学校３年生の割合

小国語 50.0％
小算数 50.0％
中国語 50.0％
中数学 50.0％
中英語 50.0％

小国語 50.0％
小算数 46.7％
中国語 24.3％
中数学 24.3%
※R4は中英語
が対象教科でな
かった

項目 R２ R３ R４

町費臨時教員配置数（人） 6 6 6

グローバル化の進展やSociety5.0（※１）時代の到来など急激な社会的変化の中で、子どもたちが未来
の創り手となるために必要な資質・能力を身に付けることが求められており、学習指導要領で示された
「生きて働く知識・技能」の習得、「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等」の育成、
「学びに向かう力・人間性等」の涵養を目指し、学ぶことの意義や学ぶ楽しさを知り積極的に学びに向
かう「わかる授業づくり」の実践を進めなければなりません。
指導方法の改善に向け加配教員を活用した習熟度別指導や臨時教員の配置による少人数指導、退職教員
の活用など、学習内容の定着やきめ細かな指導の充実を図りました。

基礎的・基本的な学習内容の習得や、学習習慣の定着などに課題があり、子ども一人ひとりの学習状況
を的確に把握するとともに、家庭等での学習習慣を確実に身に付けていくことが必要となっています。

・ＩＣＴを活用し児童生徒の思考や理解を深める授業を展開し、指導主事による学校教育指導の実施や
研究活動を通じた教員の授業改善等を推進します。
・習熟度別指導や少人数指導の実施による個に応じた指導の充実を図るほか、各学校において学力向上
に向けて策定する学校経営ビジョンの取組を検証します。
・小学校低学年が円滑な学校生活が送れるよう支援学級児童を含んだ３０人以下学級を実施します。
・学習習慣の定着に向けて家庭等での学習時間を確保する啓発活動に取り組みます。
・小学校１校、中学校１校という教育環境の下、小中学校の総力で義務教育９年間を見直した取組を推
進する小中一貫教育の導入を推進します。

※１　Society5.0
　必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質
の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といった様々な違いを乗り越え、いきいきと快適に暮らすことのできる社会。

町費学習生活支援員配置数（人） 2 3 3

確かな学力を育む教育の充実
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担当係名

目　　標　１ 社会で活きる力の育成

施策項目　２ 特別支援教育の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

幼→小 33.3％
小→中 100％
中→高　　0%

100％

１回

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 2

学校教育係

・教育支援委員会の開催

・支援教育の推進

特別な教育的支援を必要とする子どもたちに対して、幼児期から学校卒業後までを見据えた切れ目のない一貫した指導や
支援が行われるよう、各学校間はもとより、学校と家庭、地域、関係機関等が連携して取り組む体制の整備を進めるとと
もに、一人ひとりの教育的ニーズに応じた専門性の高い教育を推進します。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

「個別の教育支援計画」を進学先等への引き継ぎに
活用している学校の割合

すべての校種間
100％

幼→小 100％
小→中 100％
中→高100％

A

特別支援学級を設置する学校への特別支援教育支援
員（学習支援員を含む）の配置率

100％ 100% A

幼保小中学校、福祉分野等の関係機関との連絡調整
会議開催の回数

3回 ２回 B

項目 R2 R3 R４

支援学級数（小学校）（学級） 9 9 7

支援学級数（中学校）（学級） 5 3 3

支援学級の児童数（人） 24 28 30

支援学級の生徒数（人） 8 6 8

障がいの早期発見、早期教育が望まれるため、保健センター、保育園・幼稚園等、関係機関との連携が
不可欠であり、育児教室や相談システムの一層の充実が望まれます。

・関係機関と連携し切れ目のない一貫した指導や支援の充実に努めるとともに、特別支援学校教員の派
遣や教育局の特別支援スーパーバイザーを活用し教員の指導力の向上を図るほか、教育活動を補助・支
援する支援員の配置を継続します。

※1　合理的配慮
　障害のある子どもが他の子どもと平等に教育を受ける権利を「享受・行使」することを確保するため学校の設置者及び学校が必要かつ
適当な変更・調整を行うこと。
※2　インクルーシブ教育
　障がい者の権利に関する条約に基づき、共生社会の形成に向けて、障がいのある子どもが障がいのない子どもと共に教育を受けること
を追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的
確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組み。

教育支援委員会の開催

障がいのある子どもが適切に教育を受けられるための合理的配慮（※1）及びその基礎となる教育環境
の整備の必要性を踏まえ教育活動を展開していくことが大切です。令和４年度は２回開催し、学年学級
において指導・教育をすることが困難、または特別な配慮が必要な幼児（就学前）・児童・生徒の支援
について審議を行いました。

特別支援教育の充実に向けては、教員の専門的な知識や指導技術の向上が不可欠であり、研修を通して
専門性を高めるとともに、様々な指導事例の交流を図り多様な指導方法を身に付けることが必要です。

・幼保小中が連携した特別支援教育連携協議会を開催し、指導・支援体制の充実を図ります。
・学校や家庭並びに医療、福祉、保健等の関係機関との連携の下、子どもの発達状況などを適切に把握
し指導する取組を進めます。

支援教育の推進

障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学ぶインクルーシブ教育（※2）の推進に向け、すべ
ての学校において、特別な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支
援の充実を図る必要があります。令和４年度は、町内小・中学校２校に支援学級を1０学級開設し、配
慮が必要な児童生徒への支援を行いました。
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担当係名

目　　標　１ 社会で活きる力の育成

施策項目　3 外国語教育の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

76.0%

小 52.4％
中 56.0％

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

全国学力・学習状況調査において、｢英語の授業で
学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つ
と思いますか｣という質問に対して、「当てはま
る」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した
中学校３年生の割合

80.0% ※R4は英語が対象教科でな
かったことから達成値、評価は
空欄
英語は4年に1回の実施である
ことから、今後指標等の見直し
を検討

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 3

学校教育係

・英語指導助手による授業運営の補助、国際理解教育の実施

小・中学校を通じた系統的な外国語教育を推進するほか、外国語指導助手との交流を通じて外国文化などへの理解を深め
る取組を進めます。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

全国学力・学習状況調査において、｢外国の人と友
達となったり、外国のことについてもっと知ったり
してみたいと思いますか｣とう質問に対して、「当
てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回
答した小学校６年生、中学校３年生の割合

小・中とも
70.0％

項目 R2 R3 R４ 

池田小学校派遣日数（日） 41 39 78

・学習指導要領では、小学校の外国語教育について5・6年生は年間70時間の教科時数、3・4年生は
年間35時間の外国語活動が定められたことから、授業時数を確実に確保することはもとより、小学校
の外国語活動等の充実を図るため、中学校教員や外国語指導助手による外国語授業の実施等を通じた小
学校教員の指導力向上が求められています。

・外国語指導助手を効果的に活用するほか、中学校から小学校への乗り入れ授業や小中学校が連携した
「Can Do リスト（※１）」の作成を検討します。
・外国語指導助手の１校当たりの日数を増やし、教育活動等を通じて国際理解教育の一層の充実を図り
ます。

※1　Can Do リスト
　英語を使って実際にどのようなことができるようになるか、その能力を記述しリストにしたもの。

池田中学校派遣日数（日） 73 77 125

英語指導助手による授業運営の補助、国際理解教育の実施

・社会のグローバル化が急速に進展する中、児童生徒が国際社会の一員としての自覚を持ち、諸外国の
歴史や文化、伝統等について理解を深め、尊重し、様々な価値観を持つ人々と協調して生きていく力
や、外国語を通じて積極的にコミュニケーションを図ることができる資質・能力の育成が求められてい
ます。
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担当係名

目　　標　１ 社会で活きる力の育成

施策項目　４ 情報教育の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

できる　  81.2％
ややできる　16.7％

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 4

学校教育係

・小中学校におけるＩＣＴ環境の整備

情報教育を通じて情報社会に主体的に参画する態度や情報モラルを含む情報活用能力を身に付けるとともに、プログラミ
ング教育等を通じて論理的に考える力の育成に努めます。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

学校における教育の情報化の実態等に関する調査に
おいて、「授業にＩＣＴを活用して指導する能力」
について「できる」、「ややできる」と回答した教
員の割合

できる　 100％
できる　46.1％
ややできる 41.4％
あまりできない12.5％

C

項目 R２ R３ R４ 

主に授業で利用する教育用ＰＣ台数（タブレット含む） 406 524 541

子どもたちの間にもインターネットの利用が急速に普及し、ネット上での誹謗中傷やいじめ、有害情報
等の問題が発生しており、情報モラルをしっかりと身に付けさせ、ＩＣＴ機器を豊かな生活のための
ツールとして有効活用できる情報教育の取組が必要です。

・情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見、解決したり自分の考えを形成していく
ために必要な資質・能力を身に付ける学習指導の充実を図るほか、情報モラルの育成に努めます。
・効果的な教育活動を展開するため、各種研修会の活用や外部人材の活用等を検討し、ＩＣＴ教育を担
う人材の育成に努めます。
・１人１台端末の効果的な活用に向け、必要に応じたソフト面やハード面の整備に取り組みます。
・コンピュータで文字を入力するなど学習の基盤となる基本的操作を習得する教育活動や、プログラミ
ングを体験しながらコンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付ける教
育活動の展開を図ります。

※1　GIGAスクール構想
　2019年に開始された全国の児童・生徒1人に1台のコンピューターと高速ネットワークを整備する文部科学省の取組み。

教職員が校務で利用するＰＣ台数 81 84 64

小中学校におけるＩＣＴ環境の整備

・通信・情報端末の普及など急速に情報化社会が進展する中、将来の社会生活や職業生活を見据え、子
どもたちにはICTなどの技術に対応する能力を身に付けさせることが必要です。
・GIGAスクール構想（※１）により小中学校の児童生徒に１人１台端末が整備され、これらの端末を
利用した情報教育の充実が求められています。
・令和２年度から、民間事業者にＧＩＧＡスクールサポーターを委託し、1人1台端末の利活用に係る
端末・アカウントの保守や教職員向け研修等のサポートを実施しています。
・令和４年度から、児童生徒がタブレットで利用するＡＩドリルを導入し、回答の正否で習熟状況を把
握するなど、発達段階に応じた個別最適な学習に取り組んでいます。
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担当係名

目　　標　１ 社会で活きる力の育成

施策項目　５ キャリア教育（※1）の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

小 78.6％
中 74.0％

20

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 5

学校教育係

・職場体験や社会体験の推進

子どもたちが多様な職業に関心を持ち、働くことの大切さや地域の産業への理解を深めるための教育の機会の充実を図り
ます。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

全国学力・学習状況調査において、「将来の夢や目
標を持っている」という設問について、「当てはま
る」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した
小学校６年生、中学校３年生の割合

小・中とも
100％

小 96.6％
中 62.1％

B

中学校における職場体験学習で体験学習を行った受
入先の数

20 12 B

項目 R２ R３ R４ 

社会で必要とされる知識や技能が変化していく中、子どもたちが夢や目標を持って学習活動に取り組
み、将来、社会的・職業的に自立し、自分らしく生きるためのキャリア教育の充実が求められていま
す。

・キャリア・パスポート（※2）の活用を検討し、学んだことを振り返りながら新たな学習を生活への
意欲につなげる活動の充実を図るとともに、中学校における職場体験活動の確実な機会の提供に努めま
す。
・キャリア教育の視点を取り入れた各教科等の指導の充実を図ります。
・コミュニティ・スクールの取組との連携により、地域の教育力の活用を通じて、働くことの大切さや
地域産業への理解を深める取組の充実に努めます。

※1　キャリア教育
　一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基礎となる能力や態度を育てることを通じて、キャリア発達（社会の中で自分の役割
を果たしながら、自分らしい生き方を実施していく過程）を促す教育。

※2　キャリア・パスポート
　自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫された個人評価ツー
ル。

中学校における職場体験学習の参加生徒数（人） 42 42 29

職場体験や社会体験の推進

多様な職業や地域の産業等について理解を深めるキャリア教育の推進を図るとともに、地元企業と協力
した職場体験や社会体験などにより、働くことの意義を学びながら、社会の仕組みを考える機会を提供
していくことが大切です。

12



担当係名

目　　標　２ 豊かな心・人間性の涵養

施策項目　６ 道徳教育の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

小 100％
中 98.0％

小 83.4％
中 76.0％

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 6

学校教育係

・道徳教育の推進

人間性豊かな子どもたちの育成に向け、規範意識や相互に個性や立場を尊重する態度、生命を大切にする心や思いやりの
心など豊かな心を育むため、道徳教育の一層の充実を図ります。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

全国学力・学習状況調査において、「学校のきまり
（規則）を守っている」という質問に対して、「当
てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回
答した小学校６年生、中学校３年生の割合

小・中とも
100％

※Ｒ３全国学力・学習状況調査
以降、上記の質問が削除された
ことから、達成値、評価は空欄
今後指標等の見直しを検討

全国学力・学習状況調査において、「自分には、よ
いところがあると思う」という質問に対して、「当
てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回
答した小学校６年生、中学校３年生の割合

小・中とも
100％

小 83.3％
中94.6％

B

項目 R２ R３ R４ 

道徳の年間授業数（小学校）（時間） 34 34 35

よりよく生きるための道徳性を養う「考え、議論する道徳」の実現に向け、道徳の指導方法等の工夫改
善や指導体制の確立を図るほか、家庭とも連携した取組が必要です。

・道徳の指導方針、内容との関連を踏まえた各教科等における指導の充実を図るとともに、道徳的価値
に関する問題解決的な学習や体験的な学習など、多様な指導方法を取り入れた授業の展開を図ります。
・道徳の公開授業の実施に努めます。

※1　道徳的判断力：善悪を判断する能力。

※2　道徳的心情：善を行うことを喜び、悪を憎む感情。

※3　道徳的実践意欲と態度：価値あるとされた行動をとろうとする傾向。

道徳の年間授業数（中学校）（時間）　 35 35 35

道徳教育の推進

子どもの道徳性は、学校のすべての教育活動を通して養うことが必要であり、特に、「特別の教科 道
徳」では、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習を
通して、道徳的判断力（※1）、道徳的心情（※2）、道徳的実践意欲と態度（※3）を育てることに繋
がっています。
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担当係名

目　　標　２ 豊かな心・人間性の涵養

施策項目　７ ふるさと教育の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

小　40.5％
中　36.0％

84%

94人

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 7

社会教育係

・歴史や文化産業等の学習、郷土資料館を活用した学習活動の充実

・小学生道外派遣研修事業の実施

　ふるさとの歴史や文化、産業等の理解を深め、ふるさとへの誇りや愛着を育むとともに、様々な体験を通して地域社会
の一員としての意識を育むふるさと教育の充実を図ります。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

全国学力・学習状況調査において、「地域や社会を
よくするために何をすべきか考えることはあります
か」という質問に対して、「当てはまる」「どちら
かといえば、当てはまる」と回答した小学校６年
生、中学校３年生の割合

小　70.0％
中　50.0％

小　60.0％
中　27.0％

C

小学生道外派遣研修事業（沖縄県読谷村）への参加
児童（５・６年生）の割合

100%
※新型コロナウイルス感染症の
まん延防止のため中止となった
ことから、達成値、評価は空欄

池田町郷土資料館を利用した児童生徒の数 100人 90人 B

項目 R2 R３ R４

小学生道外派遣研修　参加人数(人） 0 0 0

子どもたちを道外（沖縄県読谷村）に派遣し、派遣先の歴史、生活、文化等を視察・研修し、その地域
の人々との交流や様々な体験、団体生活などを通じて、池田町を担う次世代の人材育成を図ります。

郷土資料館の開館日数（日） 116 106 131

歴史や文化産業等の学習、郷土資料館を活用した学習活動の充実

自分たちの住む地域の豊かな自然環境や歴史、伝統、文化、産業等に理解を深めることは、ふるさとへ
の誇りと愛着を育み、豊かな感性を備えた人間としての成長に必要です。郷土資料館については、子ど
もたちがふるさとの歴史や文化を知り、将来を考える有効な施設として、「わんぱく体験塾」や学校の
授業でも活用しています。

子どもたちがふるさとの歴史や文化を知るために、池田町郷土資料館を充実させ、利用の機会を増やし
ていく必要があります。

社会科副読本「わたしのまち　いけだ」や池田町郷土資料館を活用し、地域の歴史や文化、産業などふ
るさとを学ぶ教育活動を展開します。
効果的なコミュニティ・スクールの取組（地域の教育力を活かした教育活動の展開）を通して、ふるさ
とへの愛着心の醸成に努めるとともに、学校や地域をつなぐコーディネーターを配置します。

小学生道外派遣研修事業の実施

沖縄県読谷村への「小学生道外派遣研修事業」については、異なる歴史・文化や気候風土等の地域を訪
れ、改めて、ふるさとの良さや我が国の歩んできた歴史などを学ぶ極めて貴重な体験学習であります
が、令和４年度については、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため中止となっています。

沖縄県読谷村との交流は、昭和５７年から平成１４年までの２１年間にわたり児童生徒の相互交流を
行ってきた歴史があり、相互交流の復活も視野に入れた交流を進める必要があります。

14



担当係名

目　　標　２ 豊かな心・人間性の涵養

施策項目　８ 読書活動の推進

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

小　45.3％
中　66.0％

小　116.3％
中　100.4％

3.9冊

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

町立図書館利用延べ人数（人） 5,908 5,930 6,066

読書環境の充実

読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め創造力を豊にするものであり、人生をより深く生きる
力を身に付けていく上で大切です。指定管理により運営している町立図書館は利用者数及び貸出冊数と
もに減少傾向にありますが、ボランティア団体による活動などもあり、住民1人当たりの貸出冊数は現
状を維持している状況にあります。学校図書館では、児童生徒数や要望に基づき図書購入を行っていま
す。

学校・家庭・地域における読書活動を推進するため、より積極的に読書の機会を提供する必要がありま
す。

町立図書館では気軽に本に親しむ活動に取り組んでいきます。
・学校での「朝読書」等の読書活動を推進するとともに、家庭における読書の時間を確保する啓発等に
取り組みます。
・町立図書館と学校図書館が連携して読書環境を改善した事例の情報提供等を通じ、学校図書館の環境
整備と充実に取り組みます。
・町民がいつでも、どこでも読書出来る環境を整えるため、デジタル図書の導入も検討します。

学校図書館図書の蔵書数（池田中学校）　（冊） 9,306 9,599 9,843

町立図書館蔵書冊数（雑誌・視聴覚資料を除く）（冊） 50,221 50,013 51,788

項目 R2 R３ R４

学校図書館図書の蔵書数（池田小学校）　（冊） 10,696 8,856 12,419

町立図書館の貸出冊数（住民1人当たり） 4.0冊 4.0冊 A

全国学力・学習状況調査において、「家や図書館
で、普段（月～金曜日）、１日どれくらいの時間、
読書をしますか」という質問に対して、「１０分以
上」と回答した小学校６年生、中学校３年生の割合

小・中とも
80.0％

小　43.3％
中　35.1％

Ｃ

学校図書館図書標準率の達成率 140.00%
小　129.9%
中　133.7％

Ｂ

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 8

社会教育係

第５次池田町
教育基本計画

・読書環境の充実

・学校図書の整備

・子どもの読書活動推進計画の遂行

・町立図書館の利用促進及び適正管理

　学校・家庭・地域における読書活動を推進し、子どもの読書習慣の確立に努めるとともに、町立図書館や学校図書館に
おける読書環境の充実を図ります。
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事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

指定管理により運営している町立図書館については、「図書館まつり」等のイベントをボランティア団
体とともに実施していますが、今後もボランティア団体等を充実させるために、育成に力を入れていく
必要があります。

町立図書館では、気軽に本に親しむ活動に取り組んでいきます。
町立図書館と学校図書館が連携して読書環境を改善した事例の情報提供等を通じ、学校図書館の環境整
備と充実に取り組みます。
町民が本に触れる環境を増やしていくため、デジタル図書の導入を検討します。

子どもの読書活動推進計画の遂行

子どもの読書活動の推進に関する法律には「子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造
力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであるこ
とを鑑み、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができ
るよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。」と定められており、地域全体
でその現実に向けて積極的に関わっていく必要があります。本町では令和３年度から令和７年度を計画
期間とした「第３次池田町子どもの読書活動推進計画」に基づき、読書活動の推進に努めています。

家庭・地域・学校等が連携し、社会全体で取り組む読書活動の推進とそのための読書環境を整備してい
かなければなりません。

ブックスタート事業を推進することにより、子どもの読書習慣を定着させるよう、保護者による絵本や
物語の読み聞かせを推奨します。
多様な本の展示を行い、興味の対象を広げ、深める手助けをします。また、デジタル図書の導入によ
り、読書機会の充実を図ります。

町立図書館の利用促進及び適正管理

指定管理により運営している町立図書館は利用者数及び貸出冊数ともに減少傾向にありますが、ボラン
ティア団体による活動などもあり、住民1人当たりの貸出冊数は現状を維持している状況にあります。
町立図書館は、豊富な蔵書の中から読みたい本を選び、気軽に利用したり、読み聞かせ等の催しに参加
したりしながら読書の楽しみを知ることが出来る場所であり、そのための環境整備を進めています。

学校での「朝読書」等の読書活動を推進するとともに、家庭における読書の時間を確保する啓発等に取
り組みます。
町立図書館と学校図書館が連携して読書環境を改善した事例の情報提供等を通じ、学校図書館の環境整
備、充実に取り組みます。
学校での「朝読書」の環境を整えるために、タブレット等を活用した、デジタル図書の導入も検討しま
す。

学校図書の整備

本町の子どもたちの読書時間は、小学生、中学生ともに全国・全道の１日当たりの平均を下回っており
ます。また読書する時間が10分未満が６割程度となっており、読書離れが進んでいます。

学校図書館を中心とした読書環境の充実と図書館の利用拡大を図るため、「朝読書」などの定期的な読
書時間の確保や図書館を活用した教育活動を進めるとともに、「学校図書館図書標準」を目安に計画的
な蔵書の充実に努める必要があります。
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担当係名

目　　標　２ 豊かな心・人間性の涵養

施策項目　９ 体験活動の推進

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

4.9%

21.3%

26.2%

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 9

社会教育係

・多様な体験活動の推進

・通学合宿の実施

・わんぱく体験塾や放課後子ども教室の実施

　地域の特色や教育力を活用した放課後や週末の体験活動の提供を進めるとともに、学校や家庭、地域における多様な体
験活動を通して豊かな人間性を育成します。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

わんぱく体験塾への児童の参加割合
（R1 10人／203人　R7　10人／191人
　R４ 11人／205人）

5.2% 5.4% A

通学合宿への児童参加割合
（R1 23人／108人 R7 23人／100人
　R４ 0人（中止））

23.0% - -

放課後子ども教室の登録割合
（R4　６０／205人）

28.0% 29.3% A

項目 R2 R３ R４

わんぱく体験塾開催回数（回） 9 6 10

「通学合宿」等、地域の特色や活力を活用した体験学習を充実させることで、豊かな人間性を育成して
いきます。

放課後子ども教室の実施回数（３小学校）（回） 30 32 （1校）35

多様な体験活動の推進

 体験活動は、人づくりの”原点”であるとの認識の下、未来の社会を担うすべての子どもたちに、人間
的成長に不可欠な体験をさせるため、計画的に体験の機会を提供し、豊かな人間性を育成しています。
「わんぱく体験塾」や「放課後子ども教室」を実施することで地域における多様な体験を通して豊かな
人間性を育成しています。

インターネットの普及や科学技術の進展により、「間接体験」や「疑似体験」の機会が多くなる中、実
際に触れ、かかわり合う「直接体験」は重要であり、「自然体験や生活体験、お手伝いといった体験が
豊富な子どもや生活習慣が身に付いている子どもほど、自己肯定感や道徳観・正義感が高くなる傾向が
あることを踏まえ、より一層地域の活力を利用した事業内容が求められています。

「わんぱく体験塾」等を推進し、地域子ども会活動の充実を図ります。

通学合宿の実施

 通学合宿は、子どもの生活体験を豊にすると共に、地域の大人や学生の協力を得て行うことで、地域と
のつながりを深める活動も含まれています。
　令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止しています。

通学合宿を実施していくためには地域の協力が不可欠なものとなっていますが、地域団体の解散等があ
り、より積極的に地域の協力者を模索する必要があります。
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担当係名

目　　標　２ 豊かな心・人間性の涵養

施策項目　10 コミュニケーション能力の育成

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

小 66.6％
中 70.0％

小 71.4％
中 80.0％

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 10

学校教育係

・コミュニケーション能力の育成

児童生徒が自分の考えを持ち、表現しながら考えを形成・深化させたり、より良い人間関係を築いていくことができるよ
う、言語活動の充実を図るとともに、コミュニケーション能力を高める学習活動の充実に取り組みます。

指　標 目標値（R7） R4達成値 評　価

コミュニケーション能力の育成

豊かな心を育むことやより良い人間関係を形成する上で、言語能力は重要であり、児童生徒が互いの考
えや気持ちを認め合い、思い・考えを適切に表現することができるよう、各教科、特別の教科 道徳、外
国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動等における言語活動の充実を図ることが求められていま
す。

全国調査において話し合う活動を通じて考えを深めたり、広げたりすることが十分ではない状況が見ら
れることから、コミュニケーション能力を高める学習活動の充実に向けた取組を推進していくことが必
要です。

・各教科等を通して、発達段階に応じた語彙の確実な習得や情報を正確に押さえて適切に表現する力を
育成します。
・他者と協議して課題を解決しようとする学習活動や話し合う活動を通じて考えを深めたり、広げたり
する活動の充実を図ります。

全国学力・学習状況調査において、「友達との会話
を通じて自分の考えを深めたり、広げている」とい
う設問について、「当てはまる」「どちらかといえ
ば、当てはまる」と回答した小学校６年生、中学校
３年生の割合

小・中とも
   90.0％

小 86.7％
中 54.0％

C

全国学力・学習状況調査において、「あなたの学級
では、学級生活をよりよくするために学級内で話し
合い、互いの意見のよさを活かして解決方法を決め
ていると思いますか」という設問について、「当て
はまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答
した小学校６年生、中学校３年生の割合

小 90.0％
中 100%

小 96.6％
中 73.0％

C
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担当係名

目　　標　２ 豊かな心・人間性の涵養

施策項目　11 いじめの防止・不登校児童生徒への支援の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

小 100％
中 86.0％

小 100％
中 80.0％

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 11

学校教育係

第５次池田町
教育基本計画

・いじめ問題及び不登校への対応

「池田町いじめ防止基本方針」等に基づき、いじめや不登校等の未然防止、早期発見・早期対応に向け、教育相談体制や
児童生徒の人間関係を築く教育指導、関係機関と連携した支援体制の整備に取り組みます。

指　標 目標値（R7） R4達成値 評　価

全国学力・学習状況調査において、｢いじめは、ど
んな理由があってもいけないことだと思いますか」
という設問について、「当てはまる」と回答した小
学校６年生、中学校３年生の割合

小・中とも
 100％

小 93.3％
中 81.1％

B

文部科学省調査の「いじめの認知件数」のうち、
「解消しているもの」の割合

小・中とも
 100％

小・中とも
 100％

Ａ

項目 R2 R3 R4

いじめの認知件数（小学校）（人）（※） 0 23 39

いじめの認知件数（中学校）（人）（※） 1 0 11

不登校（30日以上の欠席）の件数（小学校）（人）（※） 3 2 14

不登校（30日以上の欠席）の件数（中学校）（人）（※） 5 8 9

・いじめの未然防止などに向けた児童生徒や保護者に対する啓発活動や関係機関と連携した取組などを
実施し、課題解決に努めています。
・小中学校の認知件数50件については、アンケート調査により発見し、学級担任との面談等を通じ
て、速やかな状況把握・原因究明・心のケアに努め、解消が図られました。
・小学校及び中学校における不登校の件数4件については、家庭の事情によるものもあり、解決が難し
い状況です。
・中学校相談室の来室人数は、増加傾向にあります。

・すべての子どもたちが元気に学校生活を送れるよう、「池田町いじめ防止基本方針」に基づく組織体
制等の充実はもとより、様々な悩みを相談できる教育相談員の配置や北海道から派遣されるスクールカ
ウンセラーの活用を図るほか、学級集団状況調査等も検証しながら、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応の徹底が必要です。
・不登校についても未然防止と早期発見・早期対応に向け、不登校となった原因の究明をはじめ、教育
相談体制の充実や児童生徒の人間関係を築く力の育成、関係機関と連携した支援体制の整備・充実に取
り組む必要があります。

・「池田町いじめ防止基本方針」等に基づいた組織的な対応に留意するとともに、各種調査によるいじ
めの芽の早期発見、早期対応に万全を期し、いじめの根絶をめざします。
・児童生徒理解や教育相談の充実、スクールカウンセラーの活用を図るとともに、関係機関との情報共
有や共通認識を持った対応などを通して、不登校の児童生徒に対するきめ細やかな支援を行います。

中学校相談室来室人数（延べ人数） 1,563 1,465 1,649

※いじめの認知件数・不登校の件数　文部科学省実施「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題について」より

いじめ問題及び不登校への対応
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担当係名

目　　標　3 健やかな体の育成

施策項目　12 体力・運動能力の向上

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

小男子 50.3
小女子 48.8
中男子 58.3
中女子 46.6

小男子 82.3％
小女子 84.7％
中男子 94.4％
中女子 62.5％

26.2%

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 12

学校教育係

・体力・運動能力の向上を育む教育の充実

子どもたちの体力・運動能力の向上をめざし、体育・保健授業の改善及び体力向上の取組を一層推進するとともに、学
校・家庭・地域が一体となった子どもたちの運動機会の充実に向けた取組を支援します。

指　標 目標値（R7） R4達成値 評　価

全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、体
力合計点の全国平均値を50.0とした場合の小学校
５年生、中学校２年生の値

小・中とも
50.0以上

小男子 42.8
小女子 42.5
中男子 51.3
中女子 48.9

B

全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、体
育の授業以外で１週間に運動・スポーツの総運動時
間が60分以上と回答した小学校５年生、中学校２
年生の割合

小・中とも
 100％

小男子 87.5％
小女子 70.5％
中男子 88.3％
中女子 91.6％

B

放課後子ども教室の登録割合【再掲】 28.0% 29.3% A

項目 R2 R3 R4 

池田町スポーツ少年団本部加盟少年団 10 10 8

中学校の男子は総じて全国平均を上回っているものの、小学校の男子、女子は全国平均を大きく下回る結
果となっており、さらなる体力・運動能力等の向上に向けた取組の推進が必要となっています。

・体力、運動能力テスト全種目の全学年実施と結果の効果的な活用を図ります。
・「カーリング体験」や放課後を利用した運動など運動機会の充実を図るとともにスポーツ少年団活動に
対する支援に努めます。

池田中学校部活動（運動部） 6 6 6

体力・運動能力の向上を育む教育の充実

体力は、健康の保持・増進のほか、意欲や気力など精神面の充実にも大きくかかわることから、子どもた
ちが運動やスポーツの楽しさ・喜びを味わい生涯にわたって豊かに実践していくことができるよう、学校
における体育・保健に関する指導の一層の充実、学校・家庭・地域が連携した運動習慣の定着や生活習慣
の改善に向けた取組が求められています。
学校では、心と身体の健康を増進するため、体力テストの実施や健康教育により、子どもたちが主体的に
体力向上に取り組み、運動習慣が定着するよう様々な取組を行いました。
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担当係名

目　　標　３ 健やかな体の育成

施策項目　１３ 食育の推進

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

小　92.9％
中　86.0%

41.10%

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 13

学校給食係

・学校給食と食育の推進

・学校給食センター施設の維持管理

子どもたちの望ましい食習慣の定着を図るため、栄養教諭が中心となった食育推進体制の整備を通じて、学校・家庭・地
域が連携した食育の取組を支援するとともに、安全で安心な学校給食を提供するため、地場産物を活用した学校給食の充
実と衛生管理の徹底を図ります。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

全国学力・学習状況調査において、「朝食を毎日食
べていますか」という質問に対して、「食べてい
る」と回答した小学校６年生、中学校３年生の割合

小・中とも
100％

小　86.7%
中　59.5%

Ｃ

学校給食における地場産物の活用状況（学校給食に
使用した道産食材の割合（食品数ベース））

50.00% 46.87% B

項目 R２ R３ R４

給食提供人数 603 556 515

池田小学校・高島小学校（R3まで）・利別小学校（R3まで）・池田中学校

池田高等学校（Ｈ28から）・北部地域保育所（R3まで）・ｶﾄﾘｯｸ幼稚園に

通学通園する児童・生徒・園児・教職員

平成28年度から新施設での給食の提供が始まり、ドライシステムの導入による衛生管理の徹底と、作
業区域を明確化し調理工程の一方通行による交差汚染防止の徹底を図りました。また、各種設備機器及
び調理機器の安全な動作を保持する為に点検と修理を行っています。

適切な衛生管理を継続していくためには、各種設備機器及び調理機器のメンテナンスなど、施設の適正
な維持管理が必要です。

機器等の必要なメンテナンスを実施しながら、学校給食衛生管理基準に基づき、栄養教諭と調理員が高
い意識をもって衛生管理の徹底を図っていきます。

学校給食と食育の推進

年間給食日数は、１９０日を基本とし、各学校との協議により年度当初に決定しています。現在、小中
学校以外に池田カトリック幼稚園及び池田高校（給食を希望する生徒・先生）への給食の提供を行って
います。献立では、地元食材を取入れた給食や卒業記念バイキング給食、リクエスト給食を実施してい
ます。また、旬の食材や「味覚で世界を旅しよう」をテーマにした献立、農業体験で自分達が植付け・
収穫した食材を活用し給食を通して食育への理解を図りました。

地元食材を積極的に活用し、地域の食習慣・食生活・産業に対する児童生徒の理解の向上を図る。適正
な栄養摂取の必要性や食べることの大切さを伝えることが重要です。

今後も、安心安全の給食を提供し、地元食材を活用した地産地消に取組みます。児童生徒の豊かな食経
験の広がりを図ると共に栄養教諭を中心とした食育指導を推進する。

学校給食センター施設の維持管理
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担当係名

目　　標　3 健やかな体の育成

施策項目　14 健康教育の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

59.6%

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 14

学校教育係

・児童生徒の健康診断等の実施、健康教育事業の実施

子どもたちが生涯にわたって健康な生活を送ることができるよう、心身の健康に関する知識や技能、適切な意思決定や行
動選択などの資質や能力の育成を図るとともに、学校・家庭・地域が連携・協働して、子どもたちの健康づくりに関する
取組を推進します。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

フッ化物洗口を実施している小学生の割合 100% ― ―

健康教育事業の実施

本町においては、むし歯（う歯）を有する子どもたちが減少傾向にあるものの、12 歳の永久歯の一人
当たり平均むし歯（う歯）等数が全国と比較して高い傾向にあります。また、新型コロナウイルス感染
症の影響により、令和２年度からフッ化物洗口を中止しているため、むし歯（う歯）等数が高くなるこ
とが懸念されます。生活習慣の乱れやアレルギー疾患の増加など、子どもたちの健康課題は多様化して
おり、学校や家庭、地域が連携・協働して社会全体で子どもたちの健康づくりに取り組んでいくことが
求められています。

適切な歯磨きや甘味の制限に関する保健指導やフッ化物洗口による保健管理など、歯・口腔の健康づく
りや望ましい生活習慣の定着に向けた取組の推進が必要です。また情報化社会の進展により、様々な健
康情報や性・薬物等に関する情報の入手が容易になっており、子どもたちが、健康情報や性に関する情
報等を正しく選択して適切に行動できるようにするとともに、薬物乱用防止等の取組を徹底することが
重要です。

適切な歯磨きや甘味の制限に関する保健指導やフッ化物洗口の推進のほか、薬物乱用の防止などの指導
に努めます。学校や家庭、地域の関係機関等が連携し、アレルギー疾患やメンタルヘルスの問題など、
児童生徒の健康に関する実態を的確に把握し、教職員の共通理解の下、児童生徒を組織的に支援する校
内体制づくりに努めます。また、新型コロナウイルス感染症により休止しているフッ化物洗口について
は、再開について検討します。

項目 R2 R3 R４ 

フッ化物洗口を実施している小学生の割合 ― ― ―
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担当係名

目　　標　４ 学びを支える教育環境づくり

施策項目　15 学校段階間の連携・接続の推進

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

100%

１回

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 15

学校教育係

・幼稚園、保育所、小学校の連携及び小中一貫教育の推進

子どもたちの発達段階に応じた教育活動の充実に向け、学校段階間の接続を意識した教育課程の編成・実施や指導方法の
工夫を図るとともに、各学校間の連携を促進します。

指　標 目標値（R7） R4達成値 評　価

小学校入学後のスタートカリキュラムを編成してい
る小学校の割合

100% 100% A

外国語（活動）、その他教科の小・中学校相互の乗
り入れ授業等の回数

６回 1 Ｃ

※但しR4達成値の「1」は小6の中学校での体験入学（授業）

項目 R2 R3 R4

・小学校教育と中学校教育の接続については、相互に教育目標を共有し教育課程に関する共通した取組
の充実に努めるとともに、教科担任制の導入や、中学校教員が小学校で、又は小学校教員が中学校で指
導を行う「乗り入れ指導」などを検討し、子どもたちが安心して9年間の義務教育を受けられる教育環
境づくりを進めることが大切です。その上で、学校・家庭・地域が１５歳の子ども像を共有しながら義
務教育９年間を見通した小中一貫教育の導入を推進するとともに、その成果を基盤として小学校課程か
ら中学校課程まで一つの学校で一貫して学ぶ「義務教育学校」の設置も検討していく必要があります。
・北海道池田高等学校は、総合学科としての特色を活かし、多様な個性を伸ばす教育方針の下、教育活
動が展開されています。
本町及び豊頃町、浦幌町の教育関係者で構成する「北海道池田高等学校教育振興会」における協議を踏
まえ、より充実した教育活動への支援方策の検討も必要です。

・小学校において幼稚園等と連携したスタートカリキュラムを編成するほか、小中学校教員の乗り入れ
授業や高校から中学校への出前授業の実施を検討します。
・「池田町小中高連絡協議会」において各学校種の課題の把握や改善の方向性等の共通認識を図りま
す。
・小・中学校の総力で、義務教育9年間を見通した小中一貫教育の導入を推進するとともに義務教育学
校の設置を検討します。
・「北海道池田高等学校教育振興会」において、池田高等学校の振興について協議を行います。

※１　スタートカリキュラム
　幼児期における遊びを通した総合的な学びから、各教科等における、より自覚的な学びに円滑に移行できるよう、入学当初において、
生活科を中心とした合科（複数の教科の目標や内容を組み合わせる）的・関連的な指導などを行う工夫。
 
※2　小一プロブレム
　保育園や幼稚園を卒園後、子どもたちが小学校での生活や雰囲気になかなか馴染めず、落ち着かない状態が数カ月続く状態。
 


幼稚園・保育所数 3 3 1

幼稚園、保育所、小学校の連携及び小中一貫教育の推進

幼児期の教育と小学校以降の教育には様々な違いがあるため、まずは小学校入学後に子どもたちが円滑
に学校生活に馴染めるよう、継続してスタートカリキュラム（※１）を編成して小一プロブレム（※
２）が生じないよう努めています。
小学校入学前の児童が、義務教育の始まりにスムーズに適応するため、小学校での体験交流を行いまし
た。
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担当係名

目　　標　４ 学びを支える教育環境づくり

施策項目　１６ 学校施設・設備の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

25,772千円

0%

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 16

学校教育係

・小中学校施設の維持管理及び設備更新

安全・安心な学習・生活環境を確保するとともに、時代の変化や多様化する教育内容・方法に対応するため、計画的な学
校施設・設備の整備に努めます。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

学校施設に係る中長期の投資的事業の事業費の金額 64,366千円 154,427千円 A

小中学校の普通教室における空調設備の整備の割合 100％ 100％ A

項目 R２ R３ R４ 

小中学校施設の維持管理及び設備更新

学校は子どもたちが一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、教育活動を通して豊かな心と
知識・技能、人間関係を育む場であり、子どもたちが安全・安心に学校生活を送ることはもとより、非
常災害時の避難施設としての役割も含め施設を適切に維持管理していくことが重要です。
令和４年度は、池田小学校外構(バスロータリー)整備、小中学校エアコン設置、学校プール外構整備を
実施しました。

・「池田町学校施設等長寿命化計画」に基づき、必要な改修・補修を行い耐用年数以上の使用に努める
ことが必要です。
・情報化社会に対応した教育活動や多様化する教育内容・方法に対応するため、教育課程の実施に必要
な学校設備・備品を充実するほか、遠距離通学する児童生徒の通学に必要なスクールバスの計画的な更
新と安全運行の推進を図っていくことが必要です。

・学習指導要領に沿った教育活動の展開に向け、ＩＣＴ教育環境の充実等に取り組むほか、児童生徒が
登下校時に利用するスクールバスの安全運行の確保や新たな学校プールの効果的な運用を図ります。
・児童生徒が快適な教育環境の中で学習できるよう、設備整備など必要な対策を講じます。

小学校維持管理・設備更新費用（千円） 53,015 81,390 137,775

中学校維持管理・設備更新費用（千円） 30,621 512,198 42,606
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担当係名

目　　標　４ 学びを支える教育環境づくり

施策項目　１７ 学校運営の改善

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

－

２人

82.0%

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 17

学校教育係

第５次池田町
教育基本計画

・教職員のストレスチェック・健康診断等の実施、福利厚生事業への支援

学校と連携して「学校における働き方改革池田町アクション・プラン」に掲げた取組を着実に推進するとともに、教職員
自身のストレスへの気づきや職場環境の改善につながるストレスチェックを実施します。

指　標 目標値（R7） R4達成値 評　価

時間外勤務の上限時間の目標値（１年単位の変形労
働時間制を導入した場合）月４２時間、年間３２０
時間を超えて勤務した教育職員の割合

0%
小　64.0％
中　50.0％

C

学校閉庁日における教職員の勤務者数 ０人
小　0人
中　0人

A

教職員のストレスチェック受検率 100% 90.2% Ｂ

教職員のストレスチェック・健康診断等の実施、福利厚生事業への支援

学校における働き方改革を推進し、教員が専門性を活かしつつ授業改善等の時間が十分に確保できるよ
う、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を踏まえた「学校における働き方改革
池田町アクション・プラン」を推進し、教職員の多忙化を解消することが重要です。
令和4年度は、昨年度に引き続き、健診事業等やストレスチェックを実施しました。

教職員の健康管理について、公立学校共済組合北海道支部と連携して健診事業等を実施することによ
り、教職員自身の心身の健康状況の把握や疾病の早期発見並びに早期治療の推進に努めるとともに、ス
トレスチェックについては、すべての教職員が受検することが必要です。

・学校における働き方改革池田町アクション・プラン」に基づく取組を検証し必要な改善に取り組むと
ともに、実態を踏まえ変形労働時間制の導入について検討を進めます。
・健診事業等の確実な実施とともに、すべての教職員がストレスチェックに参加するよう一層の周知を
図ります。

項目 R2 R3 R4 

ストレスチェック受検者数（人） 57 45 37
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担当係名

目　　標 　４ 学びを支える教育環境づくり

施策項目　１８ 学校安全教育の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

100%

小平均　95.7%
中平均　95.1％

○データ

※R4統廃合により高島小・利別小の実績なし
○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 18

学校教育係

・教育関係機関や家庭等の情報の共有

・危機管理マニュアルの作成

児童生徒が犯罪や交通事故、自然災害等から身を守ることができるよう、必要な知識を身に付けるなど危機対応能力を育成
するとともに、学校・家庭・地域社会が連携した取組を通じて、学校の安全確保対策を図ります。

指　標 目標値（R7） R4達成値 評　価

保護者や地域の関係団体等と連携して防犯教室や交
通安全教室、避難（防災）訓練を実施した小中学校
の割合

100% 100% A

安全安心連絡システムの加入世帯率
※令和4年度末で廃止
⇒令和5年度～「れんらくアプリ」

小・中とも
100％

小平均　99.4％
中平均　95.2％

B

項目 R2 R3 R4

池田小学校安全安心連絡システム加入世帯率（％）使用件数（件） 99.0／26 98.1/19 99.4/8

池田中学校安全安心連絡システム加入世帯率（％）使用件数（件） 97.5／17 94.6/7 95.2/7

近年、地震災害や台風災害などの自然災害、学校管理下や登下校時に児童生徒が被害に遭う事件・事故災
害の発生が後を絶たず、危機管理マニュアルの改定など適切な対応をしていれば被害を防ぐことができた
事例も報告され、各学校における危機管理マニュアルの改善と充実を図り、被害を未然に防ぐ防災体制の
整備が必要です。

学校で策定している「危機管理マニュアル」に基づき、適切に迅速な対応を進めます。

教育関係機関や家庭等の情報の共有

毎月1回開催の校長教頭合同会議をはじめ、関係機関からの様々な情報を電子メール等で共有し、密に連絡
を取り合っています。また保護者に対しては安全安心連絡システムを導入し、子どもたちを取り巻く危機
管理と情報共有を進めています。

・保護者や地域の関係団体等と連携して防犯教室や交通安全教室、避難（防災）訓練を実施するなど、学
校安全教育を通して児童生徒が必要な知識を身に付けるとともに、状況に応じて適切に行動する力を育む
ことが求められています。
・迅速な情報提供と安全対策を構築するため、安全安心連絡システムを効果的に利用するとともに、加入
世帯率100％を目指して必要性の周知と加入促進に取り組む必要があります。

・家庭や地域と連携した交通安全教室や防犯教室、防災教室等の実施に取り組み、子どもたちの安全安心
な学校生活の確保を図ります。
・「安全安心連絡システム」の未加入世帯への加入促進を図るとともに、効果的かつ活用しやすい運用を
検討します。
※令和4年度末で「安心安全連絡システム」は廃止。令和5年度～「れんらくアプリ」で同様の対応を図り
ます。

危機管理マニュアルの作成

児童生徒の安全を確保するため、いじめや体罰、学校安全教育等に関する危機管理マニュアルを作成して
おり、登下校中の事故や暴力行為、いじめ等への対応を図っています。

25



担当係名

目　　標 　５ 成長を支える家庭・地域との連携・協働

施策項目　１９ 家庭教育の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

小 66.1％
中 42.4％

小 78.6％
中 78.0％

小 26.2％
中 60.0％

○データ

※R2～３年度は新型コロナウイルス感染症のため教育講演会中止。R3年度の数値は教育学習会の参加者数（保護者含む）

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 19

学校教育係

・学校・家庭・地域の連携・協働による家庭教育の充実に向けた取組の推進

望ましい生活習慣の定着をはじめ、学校と家庭、地域との連携・協働による家庭教育の充実に向けた取組を推進するな
ど、家庭の教育力の向上を図ります。

指　標 目標値（R7） R4達成値 評　価

全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、
「平日（月～金曜日）、１日にどれくらいの時間、
テレビやDVD、ゲーム機、スマートフォンやパソコ
ンなどの画面を見ていますか」という質問に対し
て、「２時間以上」と回答した小学校６年生、中学
校３年生の割合

小 50.0％
中 40.0％

小 79.2％
中 70.3％

C

全国学力・学習状況調査において、「毎日、同じく
らいの時刻に寝ていますか」という質問に対して、
「寝ている」又は「どちらかといえば、寝ている」
と回答した小学校６年生、中学校３年生の割合

小・中とも
90.0％

小 81.5％
中 79.9％

B

全国学力・学習状況調査において、｢学校の授業以
外に、普段（月曜日から金曜日）、１日当たりどれ
ぐらいの時間、勉強をしますか｣という質問に対し
て、「１時間以上勉強する」と回答した小学校６年
生、中学校３年生の割合【再掲】

小・中とも
 80.0％

小 40.1％
中 59.4％

C

　コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映さ
せることで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律（地教行法第47条の5）
に基づく取組です。

項目 R2 R3 R4

「教育の日」教育講演会参加者数 ー 21 48

学校・家庭・地域の連携・協働による家庭教育の充実に向けた取組の推進

・テレビゲームやスマートフォン、インターネットの利用頻度が増えたことによる生活リズムの乱れ
は、学習意欲や体力・気力の低下の要因であることが指摘されており、家庭での望ましい生活習慣の定
着が求められています。
・その一方で、核家族化や地域社会とのつながりの希薄化により、子育ての悩みを抱え保護者が孤立し
てしまうなど、家庭教育に困難をきたすケースがあるとの指摘もあります。
・家庭教育は、教育の原点であり、基本的な生活習慣・生活能力、社会規範、豊かな情操、他人に対す
る思いやりや自制心などを身に付けさせる家庭の教育力の向上が求められています。

将来の池田町を担う子どもたちを健やかに育むために、学校・家庭・地域が一体となって家庭教育に関
する学習機会の充実や様々な体験活動を提供するなど、子どもたちの成長を支援する環境づくりが必要
です。

・「教育の日」教育講演会の実施等により、子どもたちの現状や課題を解決していく方策等を学ぶ機会
を提供するとともに啓発資料等により、家庭教育の重要性の周知を図り家庭の教育力の向上を図りま
す。
・家庭の教育力の向上に向け、CSアクションプラン（※１）を作成し、家庭での行動指標とすること
を検討します。

※１　C S　　
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担当係名

目　　標 　５ 成長を支える家庭・地域との連携・協働

施策項目　２０ 幼児教育の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

１6回

100%

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 20

学校教育係

・幼稚園と関係機関の連携

幼児期における教育の充実を図るとともに、幼稚園と保育所（園）の職員と小学校の教職員が連携してスタートカリキュ
ラムを作成する取組を推進します。

指　標 目標値（R7） R4達成値 評　価

幼保・小学校との意見交換の回数
（R1は3校、R7は1校）

５回 3回 C

小学校入学後のスタートカリキュラムを編成してい
る小学校の割合【再掲】

100% 100% A

項目 R2 R3 R4

幼稚園・保育所と小学校の児童交流（回） 4 3 1

※１　非認知能力
　テストでは測定できない個人の特性による能力で、意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケーション
能力などの能力。
 


幼稚園と関係機関の連携

・近年、幼児期に忍耐力や協調性といった非認知的能力（※１）を身に付けることが、その後の生活に
大きな影響を与えるという研究成果など幼児教育の重要性に対する認識が高まっています。
・幼児期の教育と小学校以降の教育には様々な違いがあるため、まずは小学校入学後に子どもたちが円
滑に学校生活に馴染めるよう、継続してスタートカリキュラムを編成して小一プロブレムが生じないよ
う努めています。
・小学校入学前の児童が、義務教育の始まりにスムーズに適応するため、小学校での体験交流を行いま
した。

・家庭や幼稚園・保育所等が一体となって子どもが健やかに成長できる環境を整えるほか、幼児教育の
充実を図るとともに幼児教育と小学校教育との円滑な接続に向けた取組の推進が求められています。
・幼児期からの読書や読み聞かせは、言葉・感性・表現力・創造力を豊かなものにしていく上で欠くこ
とのできないものであり、幼児期から本に親しむことのできる環境を整えていくことが大切です。

・ボランティアや町立図書館とも連携し、幼児期の読み聞かせやブックスタート事業等に取り組み、幼
児期の非認知能力の育成に努めます。
・幼稚園等において遊びを通して育まれたことが、小学校の各教科等での学習に円滑に接続されるよ
う、スタートカリキュラムの編成など、幼稚園等との連携に努めます。
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担当係名

目　　標　5 成長を支える家庭・地域との連携・協働

施策項目　21 学校と地域との連携・協働

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

１６回
（4校分）

２９件

193回
（4校分）

○データ

学校支援地域本部会議の開催回数（回）

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

※１　達成値が目標値を大幅に超えたため、今後目標値を修正する予定です。

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 21

社会教育係

・開かれた学校運営を行うため学校運営協議会の設置と、学校支援に関する事業の実施

幅広い地域住民等が学校運営に参画し、学校と地域が力を合わせて子どもの成長を支えるコミュニティ・スクールの充実
をはじめ、地域の教育力や特色を活かした教育活動を推進します。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

学校運営協議会などの仕組みを活かし、学校の美
化、登下校時の見守り、学習・部活動支援，放課後
支援、学校行事の運営などの活動を行った延べ活動
数

１２回
（2校分）

１６２回
※１

（２校分）
A

学校支援ボランティアの登録件数 ４０件 ３２件 B

「学び塾」など学校支援ボランティア等の活動回数
（学校支援地域本部事業）

100回
（2校分）

１０８回
（２校分）

A

項目 R2 R3 R４

書面１回 1 1

子どもたちが多様な体験活動を行うことができるよう、経験や技能を持つ地域人材を活用した魅力のあ
る教育活動や子どもたちの補充的な学習サポートの機会の充実が必要です。
平成３０（2018）年度に導入した「コミュニティ・スクール」については、各学校の学校運営協議会
の取組で、地域の教育資源を効果的に活用することにより家庭や地域が教育活動に参画し、子どもたち
の成長を支える体制づくりが重要です。

学校支援地域本部事業の取組とも連携しながら、学校運営協議会の一層の機能強化を図り、地域の教育
力を教育活動に活かすコミュニティ・スクールの充実を図ります。学校支援ボランティアの役割等を広
く周知しながら育成を図るほか、池田高校ボランティア部とも連携し、学校と地域をつなぐ取組の推進
に努めます。コミュニティ・スクールは、コーディネーターを活用し各学校の地域人材の活用状況を広
く広報しながら活動の輪をさらに広げていくよう取組を進めます。

コミュニティ・スクール推進協議会開催回数（回） 0 1 2

開かれた学校運営を行うため学校運営協議会の設置と、学校支援に関する事業の実施

少子高齢化や地域社会とのつながりの希薄化等が進む中、学校が抱える課題は複雑化・困難化してお
り、学校と地域が目標やビジョンを共有し、一体となって子どもたちを育んでいくため、学校と地域が
パートナーとして連携・協働した組織的・継続的な取組が求められています。
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担当係名

目　　標　６ 学びを活かす地域社会の活性化

施策項目　22 社会教育の推進

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

5.30%

29件

193回

○データ

※地域団体自主学習支援事業～自主的に学習事業を行う町内の団体を支援する事業

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 22

社会教育係

・地域の人的資源の育成

・「学び塾」などによる学校地域ボランティア等の活用

・遊ゆう大学などによる生涯学習の推進

各世代の課題やニーズに応じた学習機会の提供を進め、学びを活かす地域社会を目指します。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

遊ゆう大学の在籍率
（R2 173人／3,273人、R7 173人／3,135人
R4 119人／3,127人）

5.50% 3.81% B

学校支援ボランティアの登録件数【再掲】 40件 32件 B

「学び塾」などの学校支援ボランティア等の活動回
数（学校地域本部事業）【再掲】

100回 108回 A

地域社会においては、年代や職業、障がいの有無などを問わず人々が生涯学習を通じて、それぞれの能
力や可能性を高めることはもとより、変化に対応できる知識技能を身に付け、地域の課題解決や地域活
動に参画していくことが一層重要になっています。
また、農協や商工会青年部、PTAなどを主体とした学習・研修活動が行われており、各世代が充実した
生活を過ごせるよう人材資源を発掘し活用していかなければなりません。

項目 R2 R３ R４

遊ゆう大学授業の開催数（回） 7 8 10

地域団体自主学習支援事業(※)により支援した事業への参加人数（人） - 13 -

地域の人材資源の育成

学校教育や家庭教育を地域で支える体制づくりは、地域の人材資源の活用が不可欠であり、社会教育団
体やボランティア団体等の活動を支援し、人材育成を図る必要があります。

社会教育団体と連携し、人材育成や支援ボランティアの確保に努めていきます。
コミュニティ・スクールの取組（地域の教育力を活かした教育活動の展開）を通して、人材の発掘と育
成に努めていきます。
生涯学習講座等を実施します。

「学び塾」などによる学校地域ボランティア等の活用

学校・家庭・地域の三者が連携し、役割分担しながら、学校における授業、地域における多様な学習や
体験活動の機会を充実させるため、住民の参画により、学校の教育活動を支援しています。

学校教育や家庭教育を地域で支える体制づくりは、地域の人材資源の活用が不可欠であり、社会教育団
体やボランティア団体等の活動を支援し、人材育成を図る必要があります。

夏休み・冬休みに地域住民による「学び塾」を実施し、学校・地域の連携を深めます。
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事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

遊ゆう大学などによる生涯学習の推進

近年、核家族化・少子化等の家族形態の変化や地域社会の希薄化等が指摘される一方で、生活の質が向
上し、生涯にわたり誰もが体力や年齢・性別・興味・目的に応じた生涯学習活動に参加できる環境づく
りが求められています。「池田町シニアカレッジ遊ゆう大学」では、高齢者を対象とした学習機会を提
供しており、健康増進と社会参加の推進とともに、社会を支える一員としての関わりや体験に基づく知
識が地域づくりに活かされています。

めまぐるしく変わる社会情勢の中で、人口減や就労年齢の高齢化により「池田町シニアカレッジ遊ゆう
大学」に参加する町民が減少しています。

「池田町シニアカレッジ遊ゆう大学」では、多種多様なメニューを企画していくことで、近年の多様化
する社会の流れの中で、地域を支える人材育成を図ります。
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担当係名

目　　標　６ 学びを活かす地域社会の活性化

施策項目　２３ 地域文化の振興

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

812件

435人

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 23

社会教育係

・芸術・文化活動の推進

・田園ホールの維持管理及び活用

芸術・文化活動の充実に取り組む環境づくりを進め、地域文化の確実な継承を図ります。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

田園ホールの利用件数 900件 796件 Ｃ

郷土資料館の来場者数 500人 461人 A

項目 R2 R３ R４

小中学生の芸術鑑賞会の参加人数 全児童生徒 全児童生徒 全児童生徒

文化活動の拠点である田園ホールを長期にわたり適切に安全に維持していくため、計画的な改修等を実
施します。

一般町民対象の芸術文化公演回数 - １回 ３回

芸術・文化活動の推進

芸術文化の振興は、人々に精神的な豊かさや感動を与えるもので、創造性や感性を育み、生涯にわたり
他者とのつながりを持ちながら、心豊かな生活を実現する上で大切です。
芸術・文化活動に対するニーズが多様化する中、文化の継承や振興発展を図るため、発表の場の提供と
活動に対する支援が必要になっており、芸術・文化活動を推進していかなければなりません。

芸術・文化活動に対するニーズが多様化する中、文化の継承や振興発展を促進するため、発表の場の提
供と活動に対する支援が必要になっています。

住民一人ひとりが心豊かに充実した生活を送るため、芸術文化鑑賞の機会を提供していきます。
また、積極的に芸術文化団体に対する支援を行います。

田園ホールの維持管理及び活用

町民の教育、文化、芸術等の発展を目的として設置された田園ホールは、指定管理者により優れた芸術
や様々な文化に触れる機会を提供していますが、長期にわたり適切に安全に維持していくためには計画
的に維持保全するための改修を実施していく必要があります。

文化活動の中心的な役割を果たしている文化協会をはじめ、多くの団体においては、担い手の高齢化が
目立ち、一部の活動で停滞している状況も見られます。
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担当係名

目　　標　６ 学びを活かす地域社会の活性化

施策項目　２４ スポーツ活動の充実

○事業内容

○施策の方向性

○指標

基準値

33,010人

332人

３回

○データ

○事業の推進状況

事　　業

現状と成果

今後の課題

今後の対応

第５次池田町
教育基本計画

池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

整理番号 24

社会教育係

・生涯スポーツの推進

誰もが気軽にスポーツを楽しめる環境づくりを進め、生涯スポーツの振興を図ります。

指　標 目標値（R7） R４達成値 評　価

総合体育館の利用者数 33,000人 27,326人 B

スポーツ大会の参加者数 340人 77人 Ｃ

スポーツ講座の回数 ３回 3回 B

項目 R2 R３ R４

スポーツ教室の参加人数（人） - 166 128

施設の老朽化は深刻な状態となっており、適切な管理を行うとともに、計画的な改修・更新を行ってい
く必要があります。

学校プールの効果的な運用を図ります。
運動施設の計画的な維持管理を図ります。
誰もが気軽に楽しめるボッチャ等の新しい普及啓発に努めます。

スポーツ少年団等全国、全道大会への助成額（千円） 265 189 1,029

生涯スポーツの推進

健康維持や体力向上など、生涯にわたりそれぞれの興味や目的に応じてスポーツに親しむ環境づくりが
求められており、住民が気軽に参加できる地域対抗スポーツ大会を継続して行うなど、スポーツの普及
啓発に努めていますが、人口の減少とともに競技人口や各種団体の会員数の減少と、高齢化が深刻な状
態になっています。
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※資料編 

  

 

○ 学校教育 

 ○ 学校給食 

 ○ 社会教育・文化振興 

 ○ 図書館 

 ○ 社会体育 
 

 



　

１.学校別児童生徒数・学級数の推移

学年
学年学級
児童数

支援
学級
児童
数

学級数
学年学級
児童数

支援
学級
児童
数

学級数
学年学級
児童数

支援
学級
児童
数

学級数
学年学級
児童数

支援
学級
児童
数

学級数
学年学級
児童数

支援
学級
児童
数

学級数
学年学級
児童数

支援
学級
児童
数

学級数
学年学級
児童数

支援
学級
児童
数

学級数
学年学級
児童数

支援
学級
児童
数

学級数

1年生 33 5 (2)1 29 1 1 29  1 29  1 28  1 21  1 19  1 28  1

2年生 23 5 1 34 5 (2)1 29 1 1 29  1 29  1 28  1 21  1 19  1

3年生 33 4 (2)1 25 5 1 34 5 (2)1 29 1 1 29  1 29  1 28  1 21  1

4年生 22 5 1 33 4 (2)1 25 5 1 34 5 (2)1 29 1 1 29  1 29  1 28  1

5年生 36 7 2 21 5 1 33 4 (2)1 25 5 1 34 5 (2)1 29 1 1 29  1 29  1

6年生 28 4 1 37 6 2 21 5 1 33 4 (2)1 25 5 1 34 5 (2)1 29 1 1 29 1

合計 175 30 (9)7 179 26 (9)7 171 20 (8)6 179 15 (8)6 174 11 (7)6 170 6 (7)6 155 1 6 154 6

学年
学年学級
生徒数

支援
学級
生徒
数

学級数
学年学級
生徒数

支援
学級
生徒
数

学級数
学年学級
生徒数

支援
学級
生徒
数

学級数
学年学級
生徒数

支援
学級
生徒
数

学級数
学年学級
生徒数

支援
学級
生徒
数

学級数
学年学級
生徒数

支援
学級
生徒
数

学級数
学年学級
生徒数

支援
学級
生徒
数

学級数
学年学級
生徒数

支援
学級
生徒
数

学級数

1年生 36 4 1 26 3 1 37 6 1 21 5 1 33 4 1 25 5 1 34 5 1 29 1 1

2年生 31 1 1 36 4 1 26 3 1 37 6 1 21 5 1 33 4 1 25 5 1 34 5 1

3年生 39 3 1 31 1 1 36 4 1 26 3 1 37 6 1 21 5 1 33 4 1 25 5 1

合計 106 8 3 93 8 3 99 13 3 84 14 3 91 15 3 79 14 3 92 14 3 88 11 3

＊　支援学級児童生徒数(外数)はR5.5.1現在から学年進行　　　

 

令和11年度
（2029年度）

令和11年度
（2029年度）

池
田
小
学
校

令和９年度
（2027年度）

＊　(　)は町独自の学級編制による学級数
＊　学級数は学年学級（基準）

令和５年度
（2023年度）

　学校教育

　

令和５年度
（2023年度）

令和６年度
（2024年度）

池
田
中
学
校

令和４年度
（2022年度）

      （令和５年５月１日現在）

令和７年度
（2025年度）

令和８年度
（2026年度）

令和４年度
（2022年度）

令和６年度
（2024年度）

令和10年度
（2028年度）

令和９年度
（2027年度）

令和７年度
（2025年度）

令和10年度
（2028年度）

令和８年度
（2026年度）
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２ 小中学校等整備工事の実施状況  

工事名 工事費 内容 

池田小学校網戸増設工事 
3,003,000 円 

池田小学校校舎内の各教室に網戸を

増設 

池田小学校外構整備工事 
114,367,000 円 

池田小学校敷地内の南側の外構等を

整備 

学校プール外構整備工事 
29,634,000 円 

池田中学校敷地内の学校プールの外

構を整備 

 

３ パソコン整備の状況 

 パソコン教室 教職員 

校務用 

GIGA スクー

ルタブレット 児童生徒用 教 師 用 

池田小学校 31 台 １台 37 台 257 台 

池田中学校 ４8 台 １台 27 台 134 台 

 

 

４ 教職員住宅入居の現状  

学校名 住宅戸数 入居戸数 入居率 

池田小 8 ５ 62.5％ 

池田中 15   7 46.7％ 

合 計 23  12 52.2％ 

 

 

５ 日本スポーツ振興センター災害共済給付の状況 

共済掛金 292,985 円 

一般児童分 159,885 円 935 円×171 名 

一般生徒分 82,280 円 935 円×88 名 

準要保護児童生徒分 50,490 円 935 円× 54 名 

要保護児童生徒分 330 円 55円×  6名 

給付件数合計 12 件 

給付金額合計 233,961 円 

小学校給付件数 5 件  

給付金額 169,592 円  

中学校給付件数 7 件  

給付金額 64,369 円  

 

 

６ 教材用消耗品等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学校 中学校 

教 材 用 消 耗 品 費 7,490,510 円 3,233,554 円 

図 書 備 品 1,700,260 円 305,855 円 

教 材 備 品 0 円 113,377 円 

合     計 9,190,770 円 3,652,786 円 

児童生徒１人あたり 44,833 円 32,041 円 
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７ 就学援助の状況 

 児童生徒数 申請数 認定数 申請率 認定率 

小学校 20５人 34 人 34 人 16.6％ 16.6％ 

中学校 114 人 26 人 26 人 22.8％ 22.8％ 

就学予定児童 30 人 4 人 4 人 13.3％ 13.3％ 

合 計 349 人 64 人 64 人 18.3％ 18.3％ 

  

小  学  校 人数 扶助額 １人平均  

給 食 費 32 1,385,724 円 43,303 円  

学 用 品 費 32 372,160 円 11,630 円  

通 学 用 品 費 27 61,290 円 2,270 円  

体育実技用具費 8 94,480 円 11,810 円  

宿泊を伴わない校外活動費 0 0 円 0 円  

宿泊を伴う校外活動費 8 20,400 円 2,550 円  

修 学 旅 行 費 4 103,108 円 25,777 円  

医 療 費 0 0 円 0 円  

新 入 学 用 品 費 

（新小 1、小６） 
9 522,300 円 56,700 円 

 

新 入 学 用 品 費 

（就学予定児童 ） 

※令和３年度に認定・支給した就学

前児童新入学用品の単価改定分に

よる差額支給分 

4 12,000 円 3,000 円 

 

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 26 89,700 円 3,450 円  

卒業アルバム代 4 44,000 円 11,000 円  

コロナ禍による昼食費 18 27,528 円 1,529 円  

計  2,720,690 円 173,019 円  

     

中  学  校 人数 扶助額 １人平均  

給 食 費 24 1,160,700 円 48,363 円  

学 用 品 費 24 537,944 円 22,414 円  

通 学 用 品 費 18 40,860 円 2,270 円  

宿泊を伴わない校外活動費 5 1,500 円 300 円  

宿泊を伴う校外活動費 9 16,650 円 1,850 円  

修 学 旅 行 費 11 558,181 円 50,744 円  

医 療 費 0 0 円 0 円  

新 入 学 用 品 費 

（新中 1）  
0 0 円 0 円 

 

新入学用品費 

（就学前生徒） 

※令和３年度に認定・支給した就学

前生徒新入学用品の単価改定分に

よる差額支給分 

 

 

0 0 円 0 円 

 

ク ラ ブ 活 動 費 18 222,050 円 12,336 円  

生 徒 会 費 24 7,100 円 296 円  

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 22 78,600 円 3,573 円  

卒業アルバム代 10 88,000 円 8,800 円  

コロナ禍による昼食費 23 35,245 円 1,532 円  

計  2,746,830 円 152,478 円  

     

就学予定児童 人数 扶助額 １人平均  

新 入 学 用 品 費 4 216,240 円 54,060 円  
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８ 特別支援教育就学奨励費扶助の状況 

小
学
校 

支給対象児童数 6 人 

金  額 267,739 円 

 学 用 品 費 34,920 円 

体 育 実 技 用 具 費 23,620 円 

新 入 学 用 品 費 76,665 円 

修 学 旅 行 費 0 円 

学 校 給 食 費 129,870 円 

宿泊を伴わない校外活動費 0 円 

宿泊を伴う校外活動費 0 円 

コ ロ ナ 禍 に よ る 昼 食 費 2,664 円 

 

中
学
校 

支給対象生徒数 ３人 

金  額 199,858 円 

 学 用 品 費 34,110 円 

体 育 実 技 用 具 費 0 円 

新 入 学 用 品 費 57,980 円 

修 学 旅 行 費 28,860 円 

学 校 給 食 費 76,453 円 

宿泊を伴わない校外活動費 600 円 

宿泊を伴う校外活動費 0 円 

コ ロ ナ 禍 に よ る 昼 食 費 1,855 円 

 

 

９ 教職員研修参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初
任
段
階 

研
修 

1 年次  1 

2 年次   

3 年次   

4 年次 1  

5 年次 2  

中堅教諭等資質向上研修   

池田町 
AED取扱講習会（中止）   

町内施設研修会（中止）   

 

 

 

 

 

 

 研修名 
池田小 

（人） 

池田中 

（人） 

北
海
道
教
育
委
員
会
等 

英語力ブラッシュアップセミナー  2 

令和 4 年度体育ウインターフェスタ 1  

令和 4 年度北海道小・中学校教育課程改善協議会 1 1 

学校と警察の連携強化に向けた合同研修会 1  

令和 4 年度小学校国語科及び算数科の授業改善に係る研修会 2  

令和４年度校内研究の改善・充実に係る研修会 2 2 

令和 4 年度十勝管内教育委員会連絡協議会研究実践指定校（地

域）研究協議会 
 1 

十
勝
教
育
研
修
セ
ン

タ
ー 

実技研修    道徳  4 

        学校経営  1 

        理科（中学校）  1 

        学校保健  1 

        学校に地域の力を活かすために（CS）  1 

        音楽（小学校） 1  

        音楽（中学校）   1 
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１０ 各小中学校 学校運営協議会 開催状況 

回数 学校名 開催月日 
参加

人数 
主な内容 

第 1 回 

池田小 ６月１日 8 
・会長、副会長の選出 

・令和４年度学校経営方針等の説明 

・令和４年度学校運営協議会の取組の重点 

・学力向上に向けた学校経営ビジョン 
池田中 6 月６日 6 

第 2 回 

池田小 ９月 30 日 ９ 
・重点活動の推進、反省 

・統合後の学校運営協議会委員について 

・部会の活動について 

・学校評価について 
池田中 9 月 21 日 7 

第 3 回 

池田小 12 月 8 日 10 
・令和５年度当初の教職員人事について 

・令和４年度学校評価の実施について 

・部会の活動について 

・CS アクションプランについて 
池田中 12 月 7 日 7 

第 4 回 

池田小 ２月 15 日 9 
・令和５年度学校経営方針の説明、承認 

・学校運営協議会の今年度成果と今後の課題について 

・令和５年度学校運営協議会委員について 
池田中 2 月 27 日 5 

 

 

１１ 池田町コミュニティ・スクール推進協議会 開催状況  

回数 会場名 開催月日 参加人数 主な内容 

第 1 回 社会福祉センター 9 月 1 日 19 名 

・令和４年度池田町子どもの学力、学習・生活習慣

等について（池田町教育委員会指導主事） 

・講話「組織的な CS 活動の方策について」 

講師：北海道教育庁十勝教育局社会教育主事 

田尾和祐 氏 

第 2 回 池田小学校 ３月９日 16 名 

・令和４年度池田町子どもの体力・運動能力、運動

習慣等について（池田町教育委員会指導主事） 

・令和４年度 学校と地域との連携・協力の状況に

ついて（池田町 CS コーディネーター） 

・令和４年度 各学校運営協議会の活動状況報告と 

各学校運営協議会の CS アクションプランの進捗

状況について（各学校運営協議会） 
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学校給食 

 

１ 稼動日数及び供給食数 

  給食供給学校 

   小学校 1校  池田小学校 

   中学校 １校  池田中学校 

  高等学校 １校  池田高等学校 

   幼稚園 １園  カトリック幼稚園 

稼動日数 池田小学校200日39,616食   池田中学校202日20,085 食 

池田高等学校175日15,659食   カトリック幼稚園140日3,301食 

 

２ 卒業記念・思い出バイキング給食の実施 

学校名 実施月日 事前指導 実施人数 

池田小学校 ２月１４日（火） ２月７日（火） 児童（３２名）教員（４名）給食ｾﾝﾀｰ職員（６名） 

 

３ 特別給食の実施 

実施日 給食内容 実施日 給食内容 実施日 給食内容 

4月２１日 入学進級お祝い給食 8月２９日 旬給食（夏野菜たっぷりカレー） 12月2２日 
冬至給食（地恵贈のかぼち
ゃ団子） 

5月２日 端午の節句給食 8月31日 
味覚で世界を旅しよう 
（スペイン） 

１月１３日 お正月給食 

5月１８日 
味覚で世界を旅しよう 
（韓国） 

9月１日 防災の日給食 １月２４日 昭和20年代～30年代給食 

6月２日 
郷土食材（地恵贈のフラ
イドポテト） 

9月９日 お月見給食（月見まんじゅう） 1月２５日 
味覚で世界を旅しよう 
（メキシコ） 

6月１４日 
味覚で世界を旅しよう 
（ベトナム） 

9月２７日 
味覚で世界を旅しよう 
（フランス） 

1月２６日 昭和40年代給食 

６月２３日 
郷土食材（地恵贈のいも
団子） 

10月２４日 
味覚で世界を旅しよう 
（ザンビア） 

1月２７日 
郷土食材（竹中水産のﾄﾞﾅﾙﾄﾞ

ｻｰﾓﾝを使った焼きﾄﾞﾅﾙﾄﾞｻｰﾓﾝ） 

６月３０日 
郷土料理 
（帯広中華ちらし） 

10月３１日 ハロウィン給食 1月３０日 

郷土食材（池小3年生が栽
培したもち米を使った幸
福を呼ぶ！お赤飯） 

7月５日 
味覚で世界を旅しよう 
（タイ） 

１１月１日 神迎えの朔日給食（お赤飯） ２月３日 節分の日給食 

7月７日 七夕給食 １１月８日 
味覚で世界を旅しよう 
（ウクライナ・ロシア） 

２月８日 

郷土食材（池小3年生が栽
培したもち米を使ったカ
ラフル！五目おこわ） 

7月８日 
郷土食材（地恵贈のかぼ
ちゃ団子） 

11月９日 
郷土食材（阿部農場の黒豚を
使った中華ちらし） 

２月１４日 バレンタイン給食 

7月１５日 
道民の日給食 
（混ぜ込みいかめし） 

１１月１１日 鮭の日給食（鮭ザンギ） ２月２０日 
郷土食材（ハッピネスデー
リィのアイスクリーム） 

7月１９日 
郷土料理（沖縄県 沖縄まぜ

ごはん：じゅーしー） 
１１月１６日 

郷土食材（阿部農場の黒豚を
使った豚のジンギスカン） 

２月２２日 

郷土食材（池小3年生が栽
培したもち米を使ったう
まっ！いかめし！） 

7月２０日 
郷土料理（沖縄県 読谷村タ

コライス） 
１１月２４日 

和食の日（まごわやさしい）
給食 

２月２４日 
味覚で世界を旅しよう 
（ブラジル） 

７月２１日 旬給食（冷やし中華） １２月１３日 
味覚で世界を旅しよう 
（ドイツ） 

３月１日 ひなまつり給食 

８月１８日 旬給食（冷やしうどん） １２月２０日 クリスマス給食 ３月６日 
味覚で世界を旅しよう 
（インド） 
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社会教育・文化振興 

 

１．文化賞、スポーツ賞等 

 

２．成人式 

・実 施 日 令和５年１月８日（日） 

・成人者数 ７３名（うち式典出席者 ５７名） 

 

３．シニアカレッジ遊ゆう大学 

・在籍者数（※5 月授業時） 

計 1３２名（1 年生０名、2 年生３名、3 年生７名、4 年生９名、聴講生１１３名） 

・事業の実績 

授業(講義)１０回実施、始業式、卒業式・修了式、ほかクラブ活動等学生の自主活動の補

助（大学祭・卒業祝賀会中止） 

 ・授業内容 

月 授業内容(演題等)/ 講 師 

5 
天気予報今昔 日本初の予報から近年の異常気象まで／気象予報士・防災士 髙桑 

衣佳 氏 

6 
命を守る〝水〟 見直そう！水分補給／株式会社 明治 北海道支社 コミュニケーショ

ン課 中村 仁美 氏 

7 
継続は力なり！～椅子ヨガで楽しく体を動かそう～／ヘルスアップカンパニー 元谷 

恵美 氏 

９ 地域にねざした防災講座／北海道地域防災マスター/防災士 手塚 順子 氏 

10 
３歳から１００歳までの契約と消費者トラブル／北海道金融広報委員会 金融広報ア

ドバイザー大渕 泰子 氏 

11 終活講座 生前整理のポイント／行政書士 鈴木 政昭 氏 

12 
文学と「検閲」マル秘の文学史／北海学園大学 人文学部日本文化学科 教授 田中 綾 

氏 

1 
ゼロからはじめる絵画鑑賞 神田日勝の絵から学ぼう／神田日勝記念美術館 学芸員 

杉本 圭吾 氏 

2 琥珀色に魅せられて はちみつの魅力／ナルセ養蜂場 成瀬 潤姫 氏 

3 
企業の戦略は違いが大事！？-身近な事例で考える戦略の要諦-／北海学園大学 経営
学部経営学科 教授 今野 喜文 氏 

文化・スポーツ 

表 彰 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和 4 年度 

個人 団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体 

文化賞     １ 1 １  

文化奨励賞   １    ３  

ジュニア文化賞 ３  １  １  ３  

ジュニア文化奨励賞 ９  ５  ７ ２ ７  

計 １２  ７  ９ ３ １４  

スポーツ賞 １０ ３ １  ４  ２ ２ 

スポーツ奨励賞 ３ ３ ７ ４  ２ １ １ 

ジュニアスポーツ賞 ５ １ ３  ５ ２ ９  

ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ奨励賞 ８ ６ ５ ３ １０ ３ ６ ２ 

計 ２６ １３ １６ ７ １９ ７ １８ ５ 
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４．地域団体自主学習支援事業（活用実績） 

１）川合コスモススクール 

なし 

 

５．学校支援地域本部事業 

○教育委員会主催による長期休業中の学習支援 

・夏休み学び塾 （池田小学校２日間） 

・冬休み学び塾 （池田小学校１日間） 

○各学校における学校支援ボランティアの活用 

・池田小学校・・・読み聞かせ、いけだっ子冬祭り ほか 

・池田中学校・・・福祉体験学習、職場体験、地域学習ほか 

 ○学校支援ボランティアの登録者 ３２の個人・団体（R５．3 月末現在） 

 

６．教育の日事業 

・教育の日教育講演会 〔R05/２/９〕 

演題：「おとなのしらない子どもの世界～SNS、ゲーム、ネットいじめの問題を考える～」 

講師：石川 結貴 氏 

 ・子ども夢事業講演会（池田中学校全生徒対象）〔11/２1〕 

   演題：「命の授業 ～ドリー夢メーカーと今を生きる～」 講師：腰塚 勇人 氏 

 

 

７．青少年健全育成に関する事業 

１）小学生道外派遣研修事業 中止 

   

２）通学合宿 中止 

 

３）わんぱく体験塾 

① コイ釣り体験 30 人 ② おもしろサイエンス 5 人 

③ ボルダリング教室 １４人 ④ ペタンク教室 3 人 

⑤ 謎解きラリーｉｎ郷土

資料館 

１０人  ⑥ ボルダリング教室 12 人  

⑦ たこ作り教室  ６人 ⑧ カーリング教室 11 人 

⑨ 歩くスキー教室 10 人 ⑩ おもしろサイエンス 7 人 

  参加延べ 108 名  
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４）放課後子ども教室 ６３２人 

・池田小 計３５回実施、登録人数６０名（1 回平均参加者数１８名） 

５）各種協議会等 

・池田町青少年問題協議会  会議の開催（１回） 

・池田町小中高連絡協議会  会議の開催（2 回）、夏休み・冬休み生活のしおりの発行、 

小中高連絡協議会だよりの発行 

・十勝地区広域補導連絡協議会  書面会議 

６）リーダー研修等への派遣等 

・｢少年の主張」十勝地区大会    DVD 録画による提出 

・ジュニアリーダーコース in 十勝  参加者の推薦、参加負担金の助成（中学生１名・高校 

生２名） 

・十勝東部４町地域子ども会交流会  ネイパルあしょろにて実施〔１０/１０〕 

 

８．芸術文化関係事業の実施状況 

１）学校芸術鑑賞事業（教育委員会主催） 

・小学校芸術鑑賞 音楽鑑賞 「東京ブラススタイル」〔１１/８〕 

・中学校芸術鑑賞 児童劇鑑賞「トマト座 子象物語」〔９/５〕 

 ２）田園ホール指定管理者主催事業 

○芸術文化公演  

 ・齋籐真知亜・律子 ヴァイオリンコンサート〔６/１２〕 

 ・忍弥-NIYA-feat.田中 K 助〔６/３０〕 

 ・湯原昌幸×すぎもとまさと スペシャルコンサート〔１２/３〕 

 ○生涯学習講座等 

   ・ふれあい文化講座 

(第１弾)アロマワックスサシェ作り〔６/1５〕(１２名) 

(第２弾)クリスマスを作ろう①アロマワックスサシェ〔１０ /２８〕(８名) 

   (第２弾)         ②木の実のリース〔１１ /４〕(１２名) 

     (第２弾)         ③オーナメント〔１１ /１１〕(１０名) 

   ・しんか展〔１０/１８～２３〕(１５７名) 

   ・帯広百年記念館移動展 「アイヌ文化パネル展」〔２/２１～３/１２〕 

９．社会教育・文化施設の利用状況 

１）田園ホール 

・利用件数 796 件  ・利用人数（実人数） 16,035 人 

２）郷土資料館 

・開館期間４月２９日～10 月 31 日 

・来館者数合計 ４６１人（開館期間中 399 人、閉館期間中 62 人） 

 

１０．社会教育・文化振興関係の補助金交付状況 

 １）池田町ＰＴＡ連合会 ０円 

 ２）池田町地域子ども会育成連絡協議会 ５５,０００円 

３）池田町文化協会   ４２０，０００円（池田町文化団体の育成等） 



 　図　書　館

令和4年度　池田町立図書館　データ　令和5年3月末日現在　

（１）蔵書冊数

 一　般　書

 児　童　書

 合　　　計

（２）登録冊数

 一　般　書

 児　童　書

 合　　　計

購　　入

寄　　贈

そ  の 他

（３）利用数

　　①　個人

 町　　　内

一　　般

 町　　　外

一　　般

 合　　　計

　　②　団体

 利用数（件）

児童・生徒

児童・生徒

蔵書数（冊） 比率（％）

33,459 66.6 33,614 67.2

区　　　分
令和２年度 令和３年度

蔵書数（冊） 比率（％）

32.8

50,013

1,062

16,762 33.4 16,399

775 726 12.0

5,098 84.0

1,455 71.5

5,716 96.8

100.0

比率（％）

― 494 ―

64.4

8.01 ―　

―

比率（％）

586 35.6 554 30.2

1,648 100.0 1,834 100.0

50,221 100.0

登録数（冊）

1,280 69.8

1,195

453

― 1,340 ―

町民１人
あ た り

区　　　分

7.87 ―　

令和２年度

登録数（冊） 比率（％）

令和３年度

0 ― 0

955 16.2

4,761 80.6

13.1

利用数（人） 比率（％） 利用数（人）

0.1 8 0.1

5,010 84.5

区　　　分
令和２年度 令和３年度

5,785 97.6

192 3.2 145 2.4

187 3.1 137

5

5,908

60

2.3

区　　　分 令和２年度

100.0 5,930 100.0

令和４年度

蔵書数（冊） 比率（％）

34,945 67.5

16,843 32.5

51,788 100.0

8.51 ―　

令和４年度

登録数（冊） 比率（％）

580 28.5

2,035 100.0

1,422 ―

613 ―

0 ―

令和４年度

利用数（人） 比率（％）

5,824 96.0

242 4.0

令和３年度

79

令和４年度

81

22 0.4

220 3.6

6,066 100.0
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（４）利用冊数

　　①　個人

 一　般　書

 児　童　書

 雑　　　誌

 合　　　計

　　②　団体

 一　般　書

 児　童　書

 雑　　　誌

 合　　　計

（５）リクエストの状況

 件数（件）

（６）相互貸借利用数

 貸　　　出

 借　　　受

25,113 100.0 25,340 100.0

区　　　分
令和２年度 令和３年度

貸出数（冊） 比率（％）

14,040 55.9 14,793 58.4

8,179 7,073 28.8

100.0

区　　　分

143 12.9 122 9.6

区　　　分
令和２年度 令和３年度

貸出数（冊） 比率（％） 貸出数（冊） 比率（％）

ＣＤ・DVD

町民１人
あ た り

3.9 ―　 4.1 ―　

107 0.4 92 0.3

2,787 11.1 2,540 10.1

8 13

93

冊数（冊）

CD・DVD

1,108 100.0

0 0.0

3 0.3 4 0.3

962 86.8 1,152 90.1

区　　　分
令和２年度 令和３年度

件数（件） 冊数（冊） 件数（件） 冊数（冊）

0 0.0

令和３年度

265

令和４年度

243251

1,278

令和２年度

1,129 100.0

77 273 83 293

4 5 6 13

令和４年度

件数（件）

令和４年度

貸出数（冊） 比率（％）

92 8.1

2,544 10.4

貸出数（冊） 比率（％）

1,036 91.8

1 0.1

令和４年度

貸出数（冊） 比率（％）

14,734 60.2

140 0.6

32.6 7,915 31.2

285

24,491 100.0

4.0 ―　

42
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社会体育 

 

１．各種スポーツ大会・教室 

 １）地域対抗スポーツ大会 

① 町民ソフトボール大会 中止  

② 地域対抗ペタンク大会 １1チーム 42人参加 

③ 地域対抗カーリング大会 ６チーム 35人参加 

④ 地域対抗ミニバレー大会 中止  

２）その他大会 

  ① 子どもカーリング大会  １３名参加 

３）スポーツ教室 

  ① キッズスイミング教室（幼児対象）   延べ ２６名参加 

  ② 夏休みスイミング教室（小学生対象）  延べ ９０名参加 

  ③ 大人向けアクアサイズ教室       延べ １２名参加 

 

２．社会体育施設の利用状況  

１）総合体育館 ２７,３２６人 個人６,４１５人 団体２０,９１１人 

２）カーリング場 ５６１人 個人   ０人 大会等 ５６１人 

３）河川パークソフトボール場 ３９件 １,１７０人  

４）学校プール一般開放 ２,３０２人 小学生１,481人  その他 821人 

５）まきばの家テニスコート １,４８２人 定期等１,416人 個人利用 66人 

６）清見ヶ丘スケートリンク 大会参加者２８人 （町民スケート大会、リンク納め） 

 

３．社会体育関係の補助金等交付状況 

 １）池田町体育協会        ５０９，７８３円（加盟団体数１５） 

２）池田町スポーツ少年団本部   ６５５，３８０円（単位団数８） 

３）池田町民スケート大会実行委員会 ８０，１６７円（２大会を開催） 

４）体育振興補助金      １，０２８，８００円（全道全国大会出場に対する補助１７件） 

 



 

 

 

 

 

 

 

※関連規定等 

 

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

○ 池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況 

の点検、評価及び公表に関する実施方針 

○ 池田町教育委員会会議規則 
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

(昭和３１年６月) 

(平成１９年６月一部改正) 

(法律第１６２号) 

(法律第９７号) 

第一章 総則 

 

(この法律の趣旨) 

第一条 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱そ

の他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的と

する。 

 

(基本理念) 

第一条の二 地方公共団体における教育行政は、教育基本法(平成十八年法律第百二

十号)の趣旨にのっとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応

じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正

かつ適正に行われなければならない。 

 

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定によ

り事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況につい

て点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出する

とともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を

有する者の知見の活用を図るものとする。 
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○池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検、評価及び公

表に関する実施方針 

（平成２１年１月９日 決定） 

（令和 ４年 7月 1日 改正） 

１ 趣旨  

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31年法律第 162号(以下「法」

という。))第 2６条第 1項の規定に基づく池田町教育委員会(以下「委員会」とい

う。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価（以下「事

務の点検及び評価」という。）を行い、公表することにより、効果的な教育行政の

推進に資するとともに、町民への説明責任を果たすため、その実施に関する基本的

事項を定めるものとする。 

 

２ 基本方針 

  事務の管理及び執行の状況の点検及び評価は、経済社会情勢の変化町民ニーズに

適切かつ柔軟に対応し、限られた行財政資源の有効活用と施策の重点的な展開を図

るために、事業内容の点検・検証を行い、課題や今後の改善方策を明らかにし、加

えて、議会への報告や公表により、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住

民への説明責任を果たしていくために行うものである。 

 

３ 評価の対象 

  池田町教育基本計画で定める施策項目ごとの事業に係る推進状況を評価する。 

 

４ 評価の方法 

  各主管係が、評価の対象となる施策の体系ごとに、評価指数及びデータを示し、

「現状と成果」、「今後の課題」、「今後の対応」を別紙様式により作成し、教育課長

が教育行政の統一性を確保し、かつ、総合的な推進を図る観点から調整を行ったう

えで、点検評価報告書をまとめるものとする。 

 

５ 外部意見の反映 

  点検評価報告書を作成後において、点検及び評価の客観性を確保する観点から、

教育長経験者、教育委員経験者等から点検評価報告書（案）に対する意見を聴取す

ることにより、教育に関し学識経験を有する者等の知見の活用に努め、点検評価報

告書を作成するものとする。 

 

６ 評価結果の反映 

  評価の結果については、計画の推進管理、施策展開、予算編成、事務事業の見直

し等の改善など、教育行政の各分野に反映させるものとする。 
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７ 教育委員会の活動状況 

  点検評価報告書には、上記の点検及び評価に加えて、評価対象年度の教育委員会

の活動状況を掲載するものとする。 

 

８ 議会への報告及び公表 

  報告書を作成したときは、議会にこれを提出するとともに、次の方法により公表

するものとする。 

 （１）役場庁舎、支所、教育委員会事務局、図書館等での閲覧など。 

   

 

 

○池田町教育委員会会議規則 

昭和 31年 10月 8日 

教育委員会規則第 3号 

（趣旨） 

第１条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31

年法律第 162号。以下「法」という。）に規定するもののほか、この規則の定める

ところによる。 

（会議の招集） 

第２条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。 

２ 定例会は、毎月１回これを開く。 

３ 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は法第１４条第２項の規定に基づいて

２名以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求され

たときに招集する。 

（招集の方法等） 

第３条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじ

め各委員に通知して行う。 

２ 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議招集の日前、３日前

までにしなければならない。 

（委員の欠席の届出等） 

第４条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。 

２ 委員は、招集に応ずることができないときは、事由を具して会議開催前までに、

教育長に届け出なければならない。 

（開会等の宣告） 

第５条 開会及び閉会は、教育長が行う。 

（開会の順序） 

第６条 会議は、おおむね次の順序で行う。 

(１) 開会 
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(２) 前回会議録の承認 

(３) 教育長の報告 

(４) 議事 

(５) その他 

(６) 閉会 

（動議の提出） 

第７条 委員は、動議を提出することができる。 

２ 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかって、これを議題としなければな

らない。 

（委員の発言等） 

第８条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければ

ならない。 

２ ２人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めた者に発言させるもの

とする。 

第９条 一議題の審議中は、他の議題について、発言することはできない。 

（請願等の処理） 

第 10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時

間内において事情をのべることができる。 

（採決） 

第 11条 教育長において論旨が尽されたと認めたときは、会議にはかって採決しなけ

ればならない。 

第 12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。 

２ 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によ

って採決することができる。 

第 13条 修正の動議の採決は、原案に先立って行う。 

２ 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。 

３ すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。 

（会議録作成の義務） 

第 14条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。 

（作成者の指名） 

第 15条 会議録は教育長が、事務局から職員を指名してこれを作成する。 

２ 会議録には、署名委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。 

（会議録の内容） 

第 16条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１) 開会及び閉会に関する事項 

(２) 出席した委員及び教育長の氏名 

(３) 委員及び教育長並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名 

(４) 教育長等の報告の要旨 
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(５) 議題及び議事の大要 

(６) 議題となった動議を提出した者の氏名 

(７) 質問又は、討論をした者の氏名及びその要旨 

(８) 議決事項 

(９) その他、教育長又は会議において必要と認めた事項 

（異議等の処理） 

第 17条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、こ

れを会議にはかって決定する。 

（会議録の公表） 

第 18条 教育長は、会議録（法第１４条第７項ただし書の規定により公開しないこと

とした会議に係る会議録を除く。）を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲

覧に供するとともに、池田町教育委員会公告式規則（昭和 27年教育委員会規則第３

号）に規定する掲示場に掲示する方法等により、これを公表するものとする。 

（補則） 

第 19条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議について必要な事項は、教

育長が会議にはかって定める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 池田町教育委員会会議規則（昭和 27年池田町教育委員会規則第１号）は廃止する。 

３ 池田町教育委員会傍聴規則（昭和 27年池田町教育委員会規則第２号）は廃止する 

附 則（昭和４１年 10月８日教委規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４８年３月 22日教委規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２年６月 20日教委規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 27年３月 23日教委規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律（平成 26年法律第 76号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例に

より在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）第１６条第１項の教育長の在職期間においては、

この規則による改正後の池田町教育委員会会議規則の規定（第１４条及び第１８条を

除く。）は適用せず、この規則による改正前の池田町教育委員会会議規則の規定（第

１７条を除く。）は、なおその効力を有する。 
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池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につ

いての点検及び評価の報告書に対する主な意見 
 

第２章 第５次池田町教育基本計画に基づく評価 

目標１ 社会で活きる力の育成 

●施策項目１ 学力の向上（P８） 

 従前より家庭における学習の充実を図ることが指摘されているが、特に保護者の意識を変える

何らかの対策を行う必要があるではないか。 

⇒家庭での学習習慣の定着を図るためには、保護者の協力が必要不可欠です。池田町コミュニテ

ィ・スクールでの活動等を活用し啓発の強化を図ります。 

 

●施策項目２ 特別支援教育の充実（P９） 

今後の課題にあるように、障がいの早期発見、早期教育が益々重要になってきます。 

しかし、当事者親子にとってどんな支援が選択できるのかは、わかりにくいように思われます。 

教育面、福祉面でわかりやすいシステムの視覚化をすることで、保護者の理解が深まるのでは

ないでしょうか。 

⇒特別な教育的支援を必要とする子どもたちに対して、幼児期から学校卒業後までを見据えた切

れ目のない一貫した指導や支援を行うためには、障がいの早期発見が必要不可欠です。 

 このため、福祉面では、「池田町子育てガイドブック」に発達に関する相談窓口を掲載してお

り、心やからだ、ことばの発達に心配のあるご家族からの相談を受け、少しでも早期に支援がで

きるように取り組んでいます。 

 また、ガイドブックには障がいのあるこどもに対する支援についても掲載しており、手当や共

済制度、医療費等の助成、生活の支援などの情報を知ることができます。 

 教育面では、各学校において担任をはじめ教職員が相談に応じており、授業中はもちろん日常

生活の中でも各教職員が見守りを行い、課題が見られれば保護者と対話しながら支援について検

討しています。なお、支援学級についてはガイドブックでも紹介しています。 

 支援の状況や今後どのような支援が必要かはそれぞれ異なるため、幼児期から学校卒業後まで

の支援システムとして視覚的にご紹介することは難しいですが、それぞれのニーズに応じた支援

に努めています。 

 

●施策項目４ 情報教育の充実（P11） 

 GIGAスクール構想により、１人１台端末が配置されたが、指導する教員の能力が追いついて

いないのが現状で、早急な改善が望まれる。 

⇒令和２年度に開始された GIGA スクール構想により、小中学校の児童生徒に１人１台端末が

整備され、授業及び家庭学習等に活用されていますが、教職員に対しては、GIGAスクールサポ

ーターとして委託している民間事業者にて、児童生徒を指導するうえで困っていることがないか

等の聞き取りや、教職員向けの研修会を行っています。 

 今後も児童生徒が十分に活用できるよう、教職員へのサポートを継続していきます。 
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目標２ 豊かな心・人間性の涵養 

●施策項目８ 読書活動の推進（P15） 

読書環境の充実には、「人」も重要な要素となります。学校図書館には、専門家としての司書

の存在が不可欠です。 

また、タブレットを活用したデジタル図書の導入を検討しているとのこと、本を読むことが難

しい子どもたちの読書支援となればと期待しています。 

⇒学校図書館への司書の配置については、池田小学校は 12学級以上ある学校のため、法令によ

り司書教諭を１名配置（命課）していますが、池田中学校は未配置となっています。ご指摘のと

おり、学校図書館における専門的知識を有する司書の存在は読書環境の充実に重要な要素である

と考え、学校における司書配置の実現性について検討を進めながら、町立図書館と連携・情報共

有を図り、読書環境の充実を図ります。 

 デジタル図書の導入により、いつでも、どこでも読書できる環境を整備することで、子どもた

ちの読書支援、読書習慣の定着が図られるよう、引き続き検討を進めて参ります。 

 

●施策項目 11 いじめの防止・不登校児童生徒への支援の充実（P18） 

  いじめの認知件数が小学校、中学校ともその件数が多い印象を受けたが、幸いにして解消が

図られているとの事。今後も大事に至らぬよう関係者の不断の努力に期待するものです。 

⇒いじめの認知件数が多くなった要因は、北海道いじめの防止等に関する条例に規定するいじめ

の定義、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一

定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット

を通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感

じているもの」に基づき、より小さな事象においても認知を行ったことによると考えています。 

学校現場における迅速かつ丁寧な対応により、全てのいじめ事案について解消が図られていま

すが、引き続き、児童生徒や保護者に対する啓発活動をはじめ、道徳教育や教育相談等の充実を

図り、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に努めます。 

 

目標３ 健やかな体の育成 

●施策項目 13 食育の推進（P20） 

朝食を食べてない子どもたちが気になります。食育の観点だけでなく、様々な方面からの食の

重要性を伝えるようにアンケートの共有が必要ですね。 

⇒全国学力・学習状況調査において、「朝食を食べていますか」という質問に対して、「食べて

いる」と回答した小学校６年生、中学校３年生の割合は、令和３年度調査と比較して小学６年生

で７．５ポイント、中学校３年生で３０．７ポイント下がっており、朝食を食べない子どもが増

加しています。 

 栄養教諭等と連携し、子どもや保護者に対し適正な栄養摂取の必要性や食べることの大切さを

伝え、子どもたちの望ましい食習慣の定着を図るよう努めます。 
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目標４ 学びを支える教育環境づくり 

●施策項目 15 学校段階間の連携・接続の推進（P22） 

 小中一貫教育の導入に向けては、着実に無理のないよう取り進めてほしい。 

⇒小中一貫教育については、令和５年３月に策定しました「池田町小中一貫教育の導入・推進及

び義務教育学校設置に関する基本方針」に基づき、導入に向けて取り進めているところですが、

その円滑な推進には教職員や地域住民の理解が必要不可欠です。 

 小学校と中学校が連携を深め連続性・系統性のある教育を実施していくため、小・中学校合同

の研修の機会を充実させるなど理解促進を図ります。 

 また、地域と連携した学校教育活動を展開するため、先進事例等の情報発信を積極的に行いま

す。 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

「池田町教育の日」 

普及啓発シンボルマーク 

（平成 25年度制定） 


